
バシレイオス2世新法再考

10世紀ビザンッ皇帝の財政問題と教会政策一

大　月　康　弘
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　「余は，敬度さと徳において際立った修道士たち，また他の多くの

者たちから，神聖なる教会および慈善諸施設に関してニケフォロス帝

により発布された命令が，現今の災難，そしてあまねく認められる激

変と混乱の原因と源になっていることを知った．そして，教会および

慈善諸施設に対してだけでなく，神に対しても不正義，侮辱となって

いることをも知った．事態は事実そのものによっても立証されている．

なぜなら，この法令の諸規定が実施に移されて以来，余の時代このか

た何一っとして好ましいことが訪れず，逆にあらゆる不幸から免れる

ことは決してなかったと思われるからである．したがって余は，敬度

なるこの黄金印璽付文書（クリュソブーロス）によって，上述の法が

今日只今から破棄され，以後無効となるべきことを命ずる．それに代

わって，至高にして最も敬慶なる名声高き余の祖父，曾祖父，また大

曾祖父によって神聖なる教会および慈善諸施設に関して定められた従

前の諸規定が，再び施行される．本規定が確実かっ不動のものとなる
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ために，余は自ら署名し，黄金印璽をもって封絨されるよう命ずるも

のである．第一インディクティオ，6496年の4月4日．」

　これは，世界暦6496年，西暦では988年4月4日の公布日付けをもっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）皇帝勅令（黄金印璽付皇帝文書chrysobullos）のテキストである．『教

会・修道院に関するニケフォロスの新法を廃棄するバシレイオス帝の新

法』という表題をもっこの勅令は，ときのビザンッ皇帝バシレイオス2世

（在位976－1025年）によって発布された，と考えられるものである．それ

は，一読して分かる通り，彼の二代前の皇帝ニケフォロス2世フォーカス

（在位963－969年）によって発布された教会・修道院所領に関する法規定

の破棄を宣言し，それ以前の諸法の有効性を復活させようというものだっ

た．

　破棄対象とされる法令は，ニケフォロス2世フォーカス治世の第7イン

ディクティオ，つまり西暦963年9月一964年8月の間に発布されている．

ニケフォロスは，対アラブ戦役で軍功著しい英雄的軍司令官δoμ6στ‘κωg
　　　　　（2）
紛レ硯oλφンで，ロマノス2世（バシレイオス2世の父．在位959－963

年）の天折後，963年8月15日にコンスタンティノープルに入城して帝

位に就いた人物だった．彼は，戴冠後ほどなくして，修道院・慈善諸施設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
の建設とそれへの寄進を厳格に禁ずる一法令を発布していた，後に見るよ

うに，この立法は，当時広範に見られた修道院や教会施設（孤児院，養老

院，病院等）の新規設立を規制し，貧者への慈善や，荒廃したまま見捨て

られている既存施設の復興を優先させようというものだった．

　教会施設の設立は，各々の地域の府主教metropolitan，主教episc・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
oposの「監督」6π‘切ρηαgを不可避の条件としており，また，新しい施

設の設立は経済基盤となる土地その他の財貨の「寄進」を随伴したから，

かかる行為は目ずから，府主教座，主教座への「土地寄進」，すなわち教
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会貴顕者による「土地兼併」を含意していた．しかもこれら宗教的特殊財

には，個別的に地租その他についての免税特権が与えられることが多かっ

たから，その設定は，単に私的な行為にとどまらず，国家財政上の一大問

題でもあった．ニケフォロス・フォーカスの964年禁令は，そのような施

設の新規建設行為を規制し，府主教座，主教座の土地拡大を禁ずることに

　　　　　　　　　　　　　　　（5）
大きな狙いがあったと考えられている．

　しかし，ニケフォロス・フォーカスの964年新法は，それまで長年にわ

たりビザンッ社会に馴染んだ慣習，っまり富裕者が独自の修道院・慈善施

設を創建しようとする志向を，容易にうち崩すことは出来なかった．この

慣習は，ローマ帝国がキリスト教を国教として以来，皇帝を含む多くの有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
力市民により為されてきた「善行」慣習だったのである．ニケフォロスの

法がこの慣習を止められなかったことは，のちの諸法令が雄弁に物語って

いる．例えば，バシレイオス2世が，ニケフォロスの964年新法の趣旨を

引継ぎ，したがって「目身の988年新法」を反古にして996年に発布する

新法は，その間の事態の不変と状況のいっそうの深刻化を示唆している

（後述）．

　かくして，ニケフォロスの964年新法と「バシレイオスの988年新法」

は，注目すべき論争の的となってきた．前者は撤回されたのか，あるいは

単に無視されたのか？　もし正式に撤回されたとするなぢば，いつ，どの

皇帝がこれを破棄したのか？　後者がそれに当たるのではないのか，否

か？　さらにはまた，いかなる事態によって，公式の政策転換が引き起こ

されたのか？

　ニケフォロスの新法の無効を宣する上記の「バシレイオスの988年新

法」が，この問いに対する一つの解答を用意してくれるはずである．とこ

ろが，この史料は，多くの研究者たちから「出来の悪い偽作」として疑念

をもって見られてきた．F・デルガー，G・オストロゴルスキー，P・ル
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メル，N・スヴォロノスといった研究者たちが，あるいは10世紀ビザン

ッ社会論の立場から，あるいはまた文書学の立場から，この新法の真正性

を疑い，あるいは否定してきたのである．しかし他方，この史料の信愚性

を支持する研究者も少なからず存在してきた．P・カラニスやV・ヴァシ

リエフスキー，A・P・カジュダン，1・コニダレス，」・P・トーマス等が，

これを真正なものと見なし，10世紀ビザンツ帝国政府の土地政策，教会

政策の解読を試みてきたのだった．

　本稿では，これらの議論の概容を紹介・再検討し，一定の見通しを得る

ことで，10世紀ビザンッ帝国の社会経済事情の一面を考察してみたい．

それは，この中世地中海帝国における国家権力，教会・修道院，また「有

力者」層間の独特な関係を，国家の財政運営と教会政策の側面から考察す

るための予備的作業である．

H

　さて，上の988年新法の中で言及される「祖父」δdo6δ‘μog切gβααλε〃

αg加φン滋ππog，「曾祖父」δπα切ρ6κε血0ひ，「大曾祖父」δ6π砺αππogと

は，それぞれコンスタンティノス7世ポリフユロゲニトス（在位913－959

年），レオン6世（在位886－912年），バシレイオス1世（在位867－886

年）のことである．そして，復活されるべき法令とは，コンスタンティノ
　　　　　　　　　　　　　　　　（7）　　　　　　　　　　　　（8）
ス7世の947年新法Novelladepotentibus，レオン6世の新法第14，

またバシレイオス1世期に編纂が開始された『バシリカ』Basilica中の二

　　　　　　（9）
法（5．L7，5．3．8）のことと考えられる．

　歴代皇帝たちは，それぞれの法令の中で，俗人信徒による聖堂や種々の

教会機関（救貧院，病院，孤児収容施設，老人収容施設等）の設立，ある

いはそれらへの寄進を認め，推奨する政策をとってきた．それは繰り返す
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までもなく，4世紀にローマ帝国がキリスト教の信仰を受け容れて以来，

イコノクラスム期を例外として，帝国政府の基本的態度であり，マケドニ

ア朝の諸皇帝も同様の姿勢を示してきたのだった．

　9世紀後半に始まるマケドニア朝の諸皇帝が，新法Nεαρd，Novellaと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
呼ばれる一連の法令群を発布したことはよく知られている．それらは，主

に帝国財政に関わる諸問題を扱い，したがってまた帝国内における土地所

有をめぐる社会編制を規定し，政策的に誘導しようとするものだった．富

の最大の源泉である土地の所有関係は，ビザンッ帝国にあっても重要な意

味をもっていた．皇帝・国家権力は，「古代末期」以来，帝国内の土地と

人民から諸税を徴収する綿密な財政・徴税体系を備え，国家の運営を行っ

てきたのであって，それは同時代の西欧中世社会における国家財政の未成

　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
熟とは鮮やかなコントラストをなしている．ローマ帝国の遺産を受け継い

で高度に鍛え上げられた国家財政機構は，この中世地中海帝国の特質を示

す精華であるといってもよい．制度化された収奪装置を備えた国家権力に

とって，富の生産管理と土地所有者間の社会編制のあり方は，極めて重要

な政策問題であった．

　10世紀のビザンッ社会において，国家官職貴族，帝国軍事機構の仲間

入りを果たした属州貴族，また教会・修道院の高位聖職者は，史料中で

「デュナトイ」δ砂ατoどと呼ばれる有力者層を構成していた．彼らは，公

的機構にコミットし、相当量の資産を有し，またしばしば財政制度上の特

権を享受した点で共通していた．とりわけ，教会・修道院財産とその管理

者としての高位聖職者たちは，当時のビザンッ帝国の社会経済構造の中で

極めて興味深い重要な存在であった．V・G・ヴァシリエフスキー，P・

ルメル，P・カラニス，H・G・ベック等の推定によれば，7世紀末には帝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
国の耕地面積の3分の1が教会・修道院の所有地であったという．8世紀

のイコノクラスム運動は，修道制の拡大を抑制し，修道院財産の多くを接
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収したが，これも一時的なものにすぎなかった．教会・修道院はビザンツ

社会に深く根付き，修道士を含む聖職者はビザンッ社会に相当の影響力を

及ぼしていたのである．この事実は，イコノクラスムの終結後，修道施設

の数が再び急速に増大しはじめたことによって端的に示されている．教

会・修道院帰属の財産も，贈与と購入によって拡大し始め，それは，上記

ヴェシリエフスキー等の試算によれば，おそらく10世紀前半までには7

世紀時点に匹敵するほどの所領面積になっていたと考えられ，さらに拡大

傾向にあった．

　10世紀マケドニア朝の諸皇帝は，大土地所有の拡大を抑制しようとし，

そのために自由農民と兵士の土地保有の保護に努めた，といわれる．確か

に，ロマノス1世レカペノス（在位920－944年）からバシレイオス2世に

至る皇帝たちは，ヨハネス・ッィミスケスを例外として，この目的のため

に少なくとも一っ以上の新法を発布した．これら新法の大半が後世まで残

され，10世紀ビザンッの社会経済事情解明のための主要な史料になって

いるわけである．これらの史料に依拠して研究者たちの多くは，この時代

に，まさに帝国権力と有力貴族層とのあいだで「闘争」が展開されたと考

えてきた．すなわち，「国家」koinonが健全であるための必須要素と見

なした自由農民と兵士の土地保有を懸命に維持しようとした中央政府と，

手毅の正邪を問わず何としてもそれらの土地を併合しようとした貴族層，

この両者のあいだの「闘争」が行われ，それがこの時代を特徴付ける現象

だったというのである．そして，この「土地貴族」に，教会・修道院財産

を管理する高位聖職者が含まれていた．

　ニケフォロス・フォーカスが964年に発布した新法は，この大土地所有

者＝「土地貴族」たる教会・修道院に大打撃を与えたという意味で，極め

て重要な立法だった．ニケフォロスは，自らの見聞を踏まえて，修道士を

含む「堕落した」聖職者の現状を縷々告発し，教会・修道院の新規建設，
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すなわち土地・動産を含む「教会寄進」を禁じたのである．長文の法文の

中から，注目される部分を引いておこう（括弧内は筆者補注．以下同様）．

　「我々の救いを思し召しになられる父なる神の御言葉は，その方法

をお示しになり，富と多くの所有物を得たいという我々の欲望がその

最大の障害となることを直接にお教えになられる．我々が慎ましく生

きることをお望みになられる神は，我々がモノや銭入れや衣類のこと

ばかりでなく（マタイ伝10．10．），明日の食料のことを考えることを

も禁じられた．そして今，余は，修道院と神聖なる諸施設において生

じていることを見，明らかなる堕落を覚知するのである．ただし，余

はこの貧欲を堕落としか言い表しえない．余は，克服すべき邪悪をど

う扱ったらよいものか，貧欲をいかに抑制したらよいのかを知らない．

彼らは，師父たちの誰に従っているのか，誰の教えをえてかかる過度

と愚劣さに立ち至ったというのか，彼らは，日々全身全霊を，計り知

れない広さの土地，豪華な館，数え切れないほどの馬，牛，騎駝，そ

の他の家畜を手に入れることに向けてきた．それは，無益な没頭によ

って修道士の生活を俗人の生活と変わりないものとしている．

　　・キリストは申された．神の王国は，大いなる努力をもって，多

くの困難を通じてのみ達せられる，と．しかし余が，修道誓願を立て

修道生活を示す服装を身に付けた者たちが，如何にその誓いを破り，

その行いによって如何にその装いに反しているかを見るにつけ，それ

がキリストの名を嘲笑するための虚しい見せ物であると呼ばずにおれ

ようか．たくさんの土地や村落を獲得したり，その産出する物のこと

に心を傾けることは，使徒の定められたことでもなければ，教父たち

の教えでもない．それは，有徳の生活とは調和せず，肉体が必要とす

る以上の事柄である．このとき，精神的なものは世俗的なものの前に
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負けてしまっているのである．

　必要は，時とともに節度がなくなる．まるで，邪悪が小さくはじま

りながら計り知れない大きさになるのと同じである．そのとき，主を

喜ばせるために何かをし，自らの罪の赦しを得たいという願いにつき

動かされた者が，物的関心を持たず財を売りその益を貧者に分け与え

よ，というキリストの申される簡単なご命令をかくも無視するという

のは，どうしたことなのだろうか．キリストのこの命に従う代わりに，

彼らは，それを困難で厄介なものとし，修道院やクセノン（「病院」），

またゲロコミオン（老人収容施設）の建設に躍起になってしまってい

るのである．そのような施設が十分でなかったときには，その設立は

賞賛されるべき大いに有用な行為であった．実に，施設設立者により

為された善行は，より不動のものだった．何故なら，彼らは，ある場

合には食事や身体の世話を望み，他の場合には魂の動きとより高次の

生活への配慮を望んだからである．しかし，施設の数が大いに増大し，

必要に比べて均衡を欠き始めているのに，人々が依然として修道院建

設に向かっているならば，この善行が悪意と混ざり，小麦に毒麦が混

ぜ合わされていると，どうして言わずにおれようか．

　　・もし麗しい行為φ‘λ6καλα，偉業μεγαλ0∂ργ0～を愛する者がい

れば一余はそれを名誉心φ‘λ6τ乙μoレと呼ぶrそして修道院やク

セノン，ゲロコミオンを建設したいと思う者がいれば，その者たちは

何人からもその行為を阻止されない．しかし，余が既に述べたように，

現存する修道院の中には，荒廃していかなる部分も立ち行かないよう

なものも多くあるのだから，その者たちにこれらの修道院の面倒を見

させ，これらの修道院に手を差し伸べさせ，これらの修道院を通じて

神への愛を示させるべきである．しかし，彼らがこれらの修道院を無

視し，それらに目を閉じ脇に追いやって，福音書のことばを使ってほ
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かの新たな修道院の建設に遭進する限り，余はこれを賞賛もしなけれ

ば認めもしない．なぜなら，余は，かかる行為に単なる虚栄と明らか

なる狂気しか認めないからである，

　かくして余は，現存しながら現在荒廃し，援助が必要な修道院への

配慮を命ずる。しかし，これによってそれら施設が，土地や所領，建

物を与えられることを意味しはしない．一なぜなら，既に与えられ

たもので，それらの修道院は十分もっているのであり，ただ配慮がな

されておらず・資金が無いがために耕作されずにいるだけだからであ

る。これらの修道院への配慮を意義あるものとする者たちが，彼らが

望む俗人の者に目身の財を売却し，また金銭をもってそれら施設に従

僕o雁砒gと雄牛，羊その他の家畜を与えるべし．

　　・このとき只今より，何人も土地・所領を，修道院，ゲロコミオ

ン，クセノン，また府主教，主教に与えることをしてはならない．な

ぜなら・このホうな贈与はそれらにとって何ら益しないからだ．しか

し，もし現に存在する聖なる施設，修道院の中で，運営がまずかった

が故に土地が残されていない施設があれば，必要な土地の獲得を禁じ

られはしない．ただし，その土地の獲得も，皇帝による審査と同意の

後に行われること．庵kelliaやいわゆるラヴラ（共住修道院）の建

設については，余はこれを禁じない．これらの庵やラヴラがその境界

を越えて土地・所領を得ようとしないならば，余は，かかる行為はま

ことに賞賛されるべきものと考える．……」

　ニケフォロスが，修道生活の軽視や信仰心の欠如からこの新法を発布し

たのでないことは容易に理解されよう．ニケフォロスは，信心深く敬慶で

禁欲的で・生涯を通じて隠遁生活に憧れたと伝えられ，事実，アトス山の

ラウラ修道院の創設者アタナシオスの友人でもあり，その修道院設立に力
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を貸している．ニケフォロスが修道院に対して採った厳格な措置は，修道

生活そのものに対するものではなかった，彼の目標は，何よりも，修道施

設や慈善諸施設の新規建設の抑制であり，寄進による教会・修道院の土

地・所領獲得の禁止であった．

　この新法でのニケフォロスは，修道生活の改革や阻止を目指してはいな

い．その序文が明快に示しているように，この法令によって修道生活に安

寧がもたらさることが彼の望みであったことは，まず疑いないだろう．彼

の意図は，むしろ多分に経済的・政治的なものであったと考えられる．今

や修道院数が過剰で，それらが余りにも多くの土地を所有していた。とこ

ろが，修道院に耕作手段がないが故に，これらの土地の大半が休耕中だ，

と勅法は端的に告発するのである．カラニスによれば，ニケフォロスは，

帝国全体の経済力の向上のために，そして国庫収入の増加のために，これ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
らの休耕地を耕作に向けさせようとしたのだった．

皿

　ニケフォロスのこの真摯な964年新法を破棄する「988年新法」は，は

たしていかなるものなのだろうか．その真意と起草の理由，実際の効九

そして真正性をめぐって，多くの研究者が議論を展開してきた。

　19世紀の傑出した中世ローマ法学者ザハリアエ・フォン・リンゲンタ

ールZachariae　von　Lingenthalをも含めて，それまでの新法の初期校訂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
者たちは，これを真正なものとして扱ってきた．その真正性に疑義が提起

されるようになったのは，今世紀に入り，ビザンッ皇帝文書の総点検とい

う偉業を果たしたミュンヘンの碩学フランッ・デルガーFranz　D61gerに

よってであった．デルガーは，その皇帝勅令総目録『レゲスタ』の中で，

①988年新法が，のちにやはりバシレイオス2世によって発布され，疑い

　　　　　　　　　　　　　　192



バシレイオス2世新法再考

の余地なく真正な996年新法において言及されておらず，また，②988年

新法はこの996年新法の趣旨に反する，と論じて，それが偽作であるとの
　　　　　　　　　（16）
見解を表明したのだった．デルガーはまた，短く「印璽のあり方が異常で

ある」とも述べて，伝承テキストそのものの有効性についても疑問を投げ

かけている．

　ゲオルグ・オストロゴルスキーGeorgeOstrogorskyを含むその後の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
論者たちは，デルガーのこの議論を基本的に踏襲した．彼らは，この立場

をとることによって，10世紀マケドニア朝のその他の新法に見られる

「反大土地所有者的」；「反修道院的」政策傾向と，988年新法に見られ

る「親修道院的」色彩のコントラストを強調し，後者の孤立性を浮き彫り

にしようとしたのである，

　さて，バシレイオス2世は，996年になって，ニケフォロスの修道院政
　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
策をある程度復活させる措置をとっている．バシレイオスは，新たな修道

院建設を農民階層の絶滅を脅かす力の1っと見なし，996年新法の中で，

「有力者」としての府主教・主教の蚕食から農民階層を保護しようとして

いるのである．彼は，長文にわたるこの新法の第3章を「自由村落」内で

の修道院建設の問題に充て，かかる修道院の新規土地獲得を事実上禁止し

た．以下は，その問題の第3章である．

　「ほとんど全てのテマからの報告により，余の注意を促してきたの

は，多くの村落が疲弊し，不当な扱いを受けているということである．

すなわち，幾つかの村落は絶滅の危機にあること，そしてその理由が

「修道院」μo躍レτηρ6αに認められること，である．というのも，多く

の村落において，農民が自所有地に聖堂6κκλησ血を建て，他の村落

民の同意により彼の全財産をこの聖堂に寄進し，余生を修道士となっ

てそこで過ごすということが起こっている，と言うのである．これが，
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別の村落民，さらにもう1人，と行われ，かくして聖堂は2・3人の

修道士を集めている．これらの修道士が死ぬと，当地の府主教・主教

が聖堂を引継ぎ，これを「修道院」と呼ぶ．府主教・主教は，かかる

「修道院」を目ら府主教座・主教座施設として保持し，あるいは有力

者に（δ加ατoむ）τ奴贈与物として付与し，そうすることで村落を疲

弊させ，不当に扱い，破壊しているのである，かくして余は，このよ

うにして建てられた祈薦堂ε跳功ρ‘αの全て一それらを修道院と呼
　　　　　　∫
ぶことを余はしない一が，農民に返還されるよう命じ，府主教・主

教の権利主張を無視すべきよう命ずる．そして，もし府主教・主教が

それらを何人かに贈与物として付与することがあったならば，贈られ

た者は，それらを修繕し長期にわたり保持していたとしても，排除さ

れることとする．というのも，ここにおいて余は，時効についての規

定（40年が経過すれぱ，事実上の占拠も合法的な所有に転化すると

する規定）が適用されないことを命ずるからである．上述の祈薦堂は，

村落民に返還されねばならない．彼らは，祈薦堂を村落共同体の管理

権のもとで維持すること．そして，以前から住まいを提供している修

道士以外には，住まいを提供してはならない．府主教・主教がこれら

聖堂に対して有する権限とは，以下のものに限る．すなわち，儀礼中

に自らの名前を唱えさせる権利，叙階する権利，そして修道士に破戒

行為があった場合の矯正権，である．彼らは，慣習的な寄付，また修

道院から得るところの如何なる寄付をも受け取ることはできない．他

方，村落は，以前から収容する人数以上の修道士を上述の祈薦堂に収

容してはならない．

　このような祈薦堂のあるものにたいして皇帝から「年金」σoだμレ‘α

が与えられたり，また「蝋燭金」φωταψ伽が下賜されたり，さらに

はまたこのような祈薦堂が修道士の僧坊καθ6qμ飾αをもつときには，
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それらの所有は本来は正しくないのであるが，それらがすでに「皇帝

の恩寵の」卿oレo敏βασ‘λ乙κ加対象となっていたならば，そしてこれ

ら年金，蝋燭金，修道士の僧坊は他人に委譲されてはならない．余が

それを修道院とは呼ばず，「修道士のいる村落祈禧堂」εδκ功ρ‘ατoσ

κωρ60∂，砒0妬α（‘δgεφητ砒）κα～καλ0γ加0∂gとよぶのもまさにいま

述べた事情による．

　この種の修道院μoンα吻ρ‘αが，村落によって，またその他の人間

によって建立され，すでに近隣者の多くの剃髪がそこで行われ，また

そこに目らの所有地を有し，その後拡大してそこに8～10人ないしそ

れ以上の修道士を収容しているときには，これもまた厳密に法と合致

するわけではないが，府主教・主教は，かかる修道院を保持してもよ

い，さらに彼らは，彼らが望むところの者にこれら修道院を付与・委

譲してもよい．ただしそれも，このような修道院が8～10人以上の修

道士を抱えていたか，ないしは現在抱えており，その扶養のための現

実的手立てを持つ場合に，これを認める．何故なら，余の曾祖父皇帝

ロマノス（1世レカペノス）により禁じられ，またいま改めて余の威

光により禁ずる故に，それらは新たな兼併ができないからである．余

のこの現下の命令の交付の後に，また，8～10人以上の修道士を抱え

るそれら施設を余が修道院と規定したが故に，府主教・主教が聖堂に，

より多くの修道士を割り当てたとしても，余はこれを許さない．これ

ら聖堂がそれに属する修道士の全員を給養するに十分な土地を持っ場

合も・余はこれを許さない．余は，それらは依然として聖堂であり，

村落共同体の管理下にあるものと考える．独立して古くからある大修

道院については，以前と同様，それらが府主教・主教の権威のもとに

留まることを命ずる．彼らは，望むところの者にそれらを贈与し，委

譲することができる．それは，当該施設が十分な数の修道士を有して
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おらず，あるいは府主教・主教の怠慢から全く修道士のいない場合で

あったとしても，である．」

　皇帝バシレイオス自身の説明によれば，敬慶な村落民が彼らの村落内に

聖堂を建て，修道生活を送っている．これらの小施設「祈躊堂」は，その

設立者が没した場合しばしば深刻な運営危機に直面し，かかる事態に当た

って，当地の府主教・主教がしばしばそれを「修道院」として取り込むこ

とが生じていた．府主教・主教には，管区内の宗教施設に対する「監督

権」が認められていたから，事態に応じて，介入のチャンスと教会規律上

の道義的義務の双方が与えることとなったのである．府主教・主教は，こ

れらの施設を，あるいは教区修道院として併合し，あるいはまた，その運

営と開発のために，施設を裕福なパトロンに委託した．その結果，彼らパ

トロンが「村落共同体の」共有財産を獲得することともなり，「有力者」

層による土地兼併の阻止を目指す当時の現行法規定にほころびが出ること

となった，というのである。バシレイオス2世は，この996年新法によっ

て，かかる「贈与」「移譲」が旧に復され，施設が共有の聖堂として農民

共同体に戻されるべき，としたのである．バシレイオスは，府主教および

主教に対し，これら施設における彼らの伝統的な名誉的諸権利（「儀礼中

に目らの名前を唱えさせる権利」，「叙階する権利」，「修道士に破戒行為が

あった場合の矯正権」）を認めた．しかし，彼らがいかなる経済的権限を

も行使することを禁じたのだった。

　この996年新法の一文を見ると，バシレイオスは，教会施設に関わる私

的財産権について深い理解をもっていたように思われる．施設に対する諸

権利と，それが生み出す経済的利得の帰趨が，ここでのバシレイオスの関

心事である．バシレイオスは，村落内に出現した小規模施設にっいて，そ

の本来のステータスを回復させ，それによって教会貴顕者の「監督」権行
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使による「不当な」利得行為を阻止しようとしているのである，

　しかしまた，この時期の帝国政府が，宗教施設の私的な再建行為を公教

会機構に監督させようと考えていた，ということもおそらくここから読み

取ることができるだろう．帝国政府のこの関心が，おそらく10世紀の経

過の中で，農村空問における土地所有者間の編成を安定させんとするもう

一方の関心と矛盾するようになっていたのである．バシレイオス2世の

996年新法は，これら二問題にっいての帝国政府の関心をともに犠牲にす

ることなく，矛盾の解消を狙ったもの，と考えられる．上に見た第3章は，

教会機構に対し，再建の必要のある施設の再建事業を富裕な私的パトロン

に委託する裁量権を与えている．しかし，かかる再建の必要が土地兼併に

対する現行法規制をクリアーするための単なる口実となるような場合は，

厳格に対象外とされた．996年新法は，教会機構と俗人たちの脅威から，

小規模な私的教会の独立を保全しようとしているのである．

w

　オストロゴルスキーは，ニケフォロス・フォーカスの964年新法を伝え

る手写本に残されたいくつかの注釈のうち，ある主張を支持した．それは，

このニケフォロスの964年新法の破棄を，バシレイオス2世にではなくヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
ハネス1世ッィミスケス（在位969－976年）に帰する解釈だった．伝承テ

キストの大半の注釈者がニケフォロスの新法の破棄をバシレイオス2世に

　　　　　　　　　（20）
帰していることを考えると，この解釈の伝統は異端的といえるが，オスト

ロゴルスキーは，16世紀に提出されたこの一注釈に依拠して10世紀ビザ

ンッ社会を再構成したのである．

　ッィミスケスは，969年末にミカエル・ブールツェスや皇后テオファナ

と手を組み，先帝ニケフォロス・フォーカスを惨殺して帝位に就いていた．

　　　　　　　　　　　　　　197



一橋大学研究年報　経済学研究　4D

オストロゴルスキーは，かかる破棄が，ニケフォロスの惨殺後に総主教ポ

リエウクトスPolyeuktos（在位956－970年）によってツィミスケス帝か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
ら引き出された譲歩の一っであった，と考えた．オストロゴルスキーが依

拠したのは，同時代のレオン・ディアコノス（10世紀の聖職者・歴史家．

986年のバシレイオスのブルガリア遠征に従う．992年以降に『歴史』を

著す．）とケドゥレノス（11－12世紀の歴史家．おそらく修道士．811－

1057年の記述は先行するヨハネス・スキュリッッェス（1140年頃生～12

世紀初頭の歴史家）『歴史梗概』の記述をほとんどそのまま引用している）
　　　　（22）
の証言である．それらはこういう．

　（レオン・ディアコオス）「ポリエウクトスが当時の総主教だった．

彼は，敬度にして熱く精神が脹っている人物で，時機を得ていなかっ

たにもかかわらず，皇帝（ヨハネス・ッィミスケス）にこう言明した．

皇后（テオファナ）を宮殿から追放しない限り，また誰であれニケフ

ォロス帝を殺害した者を閉め出さない限り，教会には踏み入れさせな

い，と．さらには，確立された慣習に反してニケフォロスが更新した

トモスを，シュノドス（教会会議）に戻すべし，と．と言うのも，ニ

ケフォロスは，正しく神聖なる事柄を数名の聖職者によって混乱に陥

れ，それから閉め出された神聖なる事柄を支配せんとして，主教たち

をして，いかなる教会事項も自身の同意なくしては有効とならないと

するトモスを起草せしめたからである．」

　（ケドゥレノス＝スキュリッツェス）「総主教（ポリエウクトス）は，

彼女（テオファナ）を直ちに宮殿から追放し，どこかの島に監禁する

よう求めた．そして，ニケフォロスの謀殺者たちを追放し，ニケフォ

ロスが発布した教会問題を混乱させるトモスを破棄することを求めた．

ヨハネスは，直ちにかかる謀殺者たちをコンスタンティノープルから
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追い払い，テオファナをプロコネソス（マルマラ海の島）に追放し

た．」

　確かにここでポリエウクトスは，他の事項とともに，ニケフォロス・フ

ォーカスの教会・修道院政策の放棄を，ツィミスケスに迫っている．しか

し，「確立された慣習に反してニケフォロスが更新したトモス」が964年

新法であるのか，またそれが果たして「シュノドスに戻」されたかどうか

は定かでない．デルガーもまた，この記事に関して，ただポリエウクトス

がツィミスケスに，帝国に教会運営に対する監督権を与えるニケフォロス

の新法の無効を強要しただけだとして，これらのテキストを慎重に扱って
（23）

いる．デルガーは，バシレイオスの988年新法の真正性を認めなかったが，

新規修道院建設を禁ずるニケフォロスの規定の破棄をツィミスケスに帰す

る主張にも与していないのである．

　フランスの碩学グスターフ・シュランベルジェGustave　Schlumber－

gerは，デルガーが988年新法を偽作とするより以前に，諸史料間の齪齪

に苦しんでいた．彼は，①ヨハネス・ッィミスケスが，969年に皇帝にな

ると直ちに，総主教ポリエウクトスの歓心を買おうとして，教会施設の増

大を許さないニケフォロス・フォーカスの964年新法を含む前帝たちの諸

法を「はじめて破棄」したこと，しかし，②パラコイモメノス職parakoi－

momenosのバシレイオスが，ニケフォロス・フォーカスの甥バルダス・

フォーカスの圧力のもとでそれを再発布したこと，そして，③バシレイオ

ス2世が988年春に「第2の破棄」をしたこと，等の一連の仮説をたて，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
諸新法間の主張の相違を調和させようと試みた．

　マケドニア朝の正嫡として誕生したバシレイオス2世であったが，その

若年時には，政治の実権は傍系のニケフォロス2世フォーカスおよびヨハ

ネス1世ツィミスケスのもとにあった．後者の死を受けて，976年，弟コ
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ンスタンティノス8世とともに18歳で戴冠されたが，その後もしばらく

は，ロマノス1世レカペノス（在位920－944年）の息子で彼らにとっては

大伯父にあたる，プロエドゥロス位でパラコイモメノスParakoimome．

nos職（「皇帝寝室長官」）の宙官バシレイオス・レカペノスBasileios

Lekapenosが実権を握っていた．パラコイモメノスのバシレイオスの失
　　　　　　　　　　　　　　　（25）
脚時期は史料間で証言が異なっているが，バシレイオス2世が実際に統治

を行ったのは，この者が追放された985年以降のことだった．

　シュランペルジェの議論は少し込み入っている．彼の議論によれば，ニ

ケフォロスの964年新法が，その後継皇帝ヨハネス・ツィミスケスにより

破棄され，そののちバシレイオス2世治世の初期にパラコイモメノスのバ

シレイオスによって一度復活されたことになる．「ツィミスケスの破棄」

を支える証言が脆弱であるのは上述の通りだが，さらに，この大伯父バシ

レイオスによる「復活」を裏付けるような史料的痕跡も，シュランベルジ

ェ説に対するその後の研究者たちの顧慮にもかかわらず，残念ながら見当

たらないようだ．

　我々は，多くの研究者たちが考えたように，正真正銘の史料間の不一致

に当面しているのかもしれない．10世紀とりわけ世紀後半の諸皇帝が，

中小の自由農民階層の保護を目指し，「大土地所有者」の「自由村落共同

体」への浸食の阻止を政策課題としたと考えるならば，ニケフォロス・フ

ォーカスの964年新法と，バシレイオス2世の966年新法は，その重要な

証拠にほかならない．この二勅法に挟まれた988年新法は，復古的内容と

極めて短く単純な文章のゆえに，時代の流れに沿わない産物といわれざる

をえないのだろうか．

　ソルボンヌおよびコレージュ・ド・フランスの教授を務めたフランスの

碩学ポール・ルメルPaul　Lemerleもまた，988年新法の真正性に疑念を

抱いていた．ルメルは，その著名なビザンッ農村史研究の中で，この勅法
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に鋭い分析を加えながらも，964年新法，996年新法との内容面での不整

合に強く注意をうながし，また「本テキストの迷信深い幼児性は衝撃的で，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）表現の不正確さと曖昧さは驚くべきものである」と記しているのである．

　ルメルのもとで学んだ優れた中世ギリシア＝ローマ法史家ニコラス・ス

ヴォロノス　NicolasSvoronosは，かってはこの問題に対して態度を曖

昧にしていた．しかし彼も，1970年代には完全に偽作説の線に傾き，鋭
　　　　　　　　　　　（27）
い論鋒を展開することになる．スヴォロノスは，988年新法の偽作性を主

張するのに，デルガー，ルメルによって示された根拠のほかに，後代の歴

史家ニケタス・コニアテス（1155頃一1215／16）の記述に関わる論拠を一

っ付け加えている．

　コニアテスは，その主著『年代記』Xρoン‘切δ‘カγησ‘gの中で，1176年

にマヌエル1世コムネノス（在位1143－1180年）が問題の988年新法と同

趣旨の法を発布したことに論及している．スヴォロスによれば，コニアテ

スはこの段になって，このニケフォロス・フォーカスの964年新法には触

れるものの，その破棄を告げる法の存在には何ら言及していない，という
　　（28）
のである．念のためコニアテス『年代記』中の該当部分（マヌエル・コム

ネノスの段，第7巻第3章）を引いてみると，以下のようにある．

　「こうして彼（マヌエル1世コムネノス）は，修道士であると言明

している者たちが，言葉の楽しみを悦びとする者たちに比べて財産の

点でより富裕であり，よりやつれているという現下の状況に不賛同だ

った．かくしてマヌエルは，英雄的な勇敢さと偉大な知恵を備えたこ

の上なく卓越したあの皇帝ニケフォロス・フォーカスの新法を復活さ

せたのだ．それは，修道院に対し財産の増大を禁じたものの，結局は

死文になって権威を失っていたものだ．マヌエルは，・この法を，血潮

のように再び命を暖め蘇らせる真紅のインクで署名して復活させたの
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である。」

　スヴォロノスは，このコニアテスの記事をもとに，ニケフォロス・フォ

ーカスの964年新法の公式の破棄はなかったと論ずる．コニアテス＝スヴ

ォロノスによれば，964年新法は時代とともに忘れ去られ無視されていた，

というのだ．この説に立てば，バシレイオスの988年新法の信愚性を疑う

その他の研究者たちが持ち出す，ッィミスケスによる破棄という仮説を必

ずしも受け入れる必要はない．スヴォロノスは，ツィミスケスの「破棄」

について「それが正当であることを示す根拠はない」と述べてその可能性

を排除することはしないのだが，しかし自説への確信は微塵も揺らいでい
（29）

ない．

　ニケフォロスの新法を偽作と疑うことでデルガー，オストロゴルスキー，

ルメル，スヴォロノスたちの見解は一致している．しかし，これら議論の

いずれにあっても，この988年新法の真正性の当否を決する決定的証拠に

欠けており，研究者たちは自らの論理構成に沿って信頼しうると考える史

料所言を繋げているように見える．またスヴォロノス以前の研究者たちに

あっては，偽作性の証明に急なあまり，自らが否定しながらも現に伝承さ

れてきたこのテキストの有する意味，作者像，作成の時期について積極的

な解答を与えることはなかった．唯一スヴォロノスだけが，これを試みて

いるだけである．スヴォロノスは，これまでの議論は，現に存在する伝承

テキストの存在事実に不誠実であるとして，かかる偽作法令を捏造するに

相応しい状況を検討し，提案した．それは，イサキオス・コムネノスの治

世（在位1057－1059年）であった。スヴォロノスによれば，イサキオス・

コムネノス治世は，帝国政府が修道院帰属の収入を接収しようと試みた時

期であったから，この偽作法令はこの11世紀後半の時期に，大土地所有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
者に好意的な法律家によって作成されたものだというのである．この説を
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提起して数年後，スヴォロノスは，この偽作法令が，イサキオス・コムネ

ノスの上述の財政再建計画に対する教会側の対応の一端である，とさえ主
　　　　　　　（31）
張するまでになった．

　スヴォロノスの主張は，問題の「988年新法」の作者，およびその作成

動機についての積極的な試論であった．この「988年新法」がもし本当に

偽作だとすれば，それがイサキオス・コムネノス期に教会サイドの人間に

よって造られたとする彼の説は，作者・動機の両問題を解くのに好都合の

解答だった．これで，論争は決着を見たかと思われた．

V

　デルガー以降の西欧のビザンッ学者たちの多くは，彼の見解に与してこ

の「988年新法」の真正性を疑い，あるいはこれを端的に偽作と見てきた．

しかし，以上のような研究者間の趨勢にあって，バシレイオスの988年新

法の真正性を支持する研究者が皆無というわけではなかった．ワシリー・

ヴァシリエフスキー，アレキサンダー・ヴァシリエフ，また最近ではア

レキサンダー・カジュダンといった，農業史，土地制度史の分野で卓越し

　　　　　　　　　　　　　　　　（32）
た成果を蓄積してきたロシア人研究者たち，そして，ピーター・カラニス，

ジョン・フィリップ・トマス等アメリカ人研究者たちやギリシアの法史家

ヨァニス・コニダレスなどが，この988年新法の真正性を支持してきたの

である．

　デルガーの議論から24年後，ピーター・カラニスは，バシレイオスの

新法の真正性を認めた上で，ヨハネス・ツィミスケスがニケフォロスの法

令を強化し損ねた，という前世紀に出されたヴァシリエフスキーの議論を
　　　　　　　（33）
再び取り上げている．カラニスは，10世紀以降の帝国社会を特徴付ける

修道院所領の拡大に関するその網羅的で精緻な議論の中で，このことがッ
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イミスケス破棄という誤った印象を学者たちに与えたのだ，との見解を付

け加えた．この解釈はトマスによって継承され，トマスは，この解釈の妥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
当性を目身の私的宗教施設研究によって固めようとしている．

　ヘルマン以来の私的宗教施設に関する研究は，それまでの土地制度分析

者たちには見られない新視角を提供しており，その最新成果に立つトマス

の立論と諸事実の指摘は，問題を見る上で大きな貢献をなしている．それ

は，スヴォロノス等の説を正面から突き崩すという仕方ではないが，それ

に代わりうる新たな解釈の可能性を提示していると見えるのである．例え

ば，まずトマスは，ツィミスケスがかかる施設に対して私的パトロンとし

て行動したことの諸事例を指摘する．それらの事例は，確かに，ッィミス

ケスが実際にはニケフォロスの法令に盛られた諸規定を遵守していたこと

を示唆しており，十分な説得力をもって964年新法のツィミスケス破棄説

の揚棄を迫っている．

　そのうちの一例，ラヴラ修道院の創設者アタナシウスによって970年頃

に起草された同修道院の『規定書』Typikon中には，以下のような記事
　　　（35）
が見られる．

　「いと敬度なるニケフォロス皇帝陛下の神聖なるクリュソブーロス

におけるご命令により，80人の修道士が置かれ，さらに別に40人の

修道士が加えられた．両方の修道士の数は120になり，彼らはメトキ

オン（属修道院）に配置された．次いで，いと敬度なるヨハネス皇帝

陛下が，我々のラヴラのために244ノミスマタの年金のご加増をして

くださった．ヨハネス陛下は，いと敬度なるニケフォロス皇帝陛下が

為されたことに倣われたのである，そして，自らクリュソブーロスを

出され，我々のラヴラの運営のために，レムノス島から緊急に恒常的

な（年金の）加増分をお与えになられた．前述のいと敬度なるニケフ
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オロス皇帝陛下のクリュソブーロスによる指示を，同時に全体として

一歩前進せられたのである．」

　ッィミスケスは，アトス山のラヴラ修道院（963年創設）に244ノミス

マタの「年金」solemnionを与えた．ッィミスケスは，この行為によっ

て，ニケフォロス・フォーカスがラヴラ修道院に与えた恩恵をさらに発展

させたのである．それは，ニケフォロスの964年新法以来禁じられていた

「通常の財産寄進」に代わる行為でもあった．

　そして，レオン・ディアコノスによって伝えられるコンスタンティノー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（36）
プル所在ゾーティコス救貧院の再建・拡大事業や，ヨハネス・スキュリッ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）
エスによって伝えられるアルメニァ・テマ所在のダミデイァス修道院再建，

また，ッィミスケスが行った最大の慈善活動とされる，コンスタンティノ

　　　　　　　　　　　　　　　　（38）
一プル所在キリスト・ハルキ教会の再建は，ッィミスケスが，既存宗教施

設が陥っている困難な状況の改善に配慮した先帝ニケフォロスの政策に沿

う行動をとったことを教えてくれる．ハルキ教会の再建事業の場合，ツィ

ミスケスは，増加した聖職者の賄いのためにこの教会に新規所領を寄進し

ている．この行為は，ニケフォロスの964年規定から逸脱しており，現実

には帝国会計係oikonomiaの管理下にあったとも考えられるのだが，そ

れにしても，ツィミスケスがニケフォロス・フォーカスの法規定のもとに

振る舞ったという印象は容易には薄れない．

　他方，プセーロスの『年代記』には，バシレイオス2世自身もまた，そ

の治世の初期においてニケフォロス・フォーカスの法制を認識しており，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（39）
それを強化しようとしていたことを示唆する証言が見られる．

　「さて，彼（バシレイオス2世）はこの建物を土台からひっくり返

そうと欲していた．しかし，彼は不敬度の誘りを注意深く避けようと
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したので，ある部分をこそこそと取り除き，また別の部分を捨てると

いった具合だった．家具や，綺麗にはめ込まれた石（モザイク），そ

の他そこで見られるものは，すべて同様に扱かわれた．彼がふざけて

言ったことばを引けば，「この修道院が，そこに住む者たちにとって，

生活に必要なものを瞑想で手に入れられるほどの瞑想の場に見えるよ

うになるまで」，彼は決して（この除去作業を）止めなかったのであ

る．」

　バシレイオス2世は，大伯父パラコイモメノスのバシレイオスを失脚さ

せた後，現下の帝国の凋落と災難をこの宙官に帰そうとしたらしい．パラ

コイモメノスのバシレイオスは，壮麗な修道院を同名の守護聖人聖バシレ

イオスに献納し，自らと同じ名をその修道院に付けていた．プセーロスの

記事によれば，「それは大変壮大なもので，多大な労力と様々異なった建

築，美術様式からなるもの」であり，「建築資材の大半は気前のよい献納

　　　　　　　　　　　　　　　（40）
者たちからの寄進に」よっていたという．バシレイオス2世は，親政に乗

り出すと，神に対する不敬な振る舞いと見えることを心配しながらも，結

局はこの修道院の取り壊しを命じたのだった．

　記事を伝えるプセーロスは，引用部分に先行する文言で，この修道院に

対する処分を若き皇帝のパラコイモメノスに対する個人的恨みに帰してい

る．しかし，皇帝の行為がニケフォロス・フォーカスの964年新法の精神

に沿ったものであることは，明らかだろう．988年新法の偽作性を疑う研

究者たちはバシレイオス2世の敬度さの欠如を論ずるが，上記の記事は，

以下の諸事実とともにその反証としての役割をももっ，と考えられる．

　この点で注目されるのは，やはりトマスの指摘である．トマスによれば，

少なくともバシレイオス2世が，その長い治世を通じて，俗人による宗教

施設の後見に反対していたとか，熱心な反修道院派であったという史料所
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　　　　　　　（41）
言は見られないという．そして，むしろ諸史料は，バシレイオス2世とこ

の時期の帝国政府が，私的な宗教施設に対して寛大な態度をとっていたこ

とを伝えている，というのである，

　例えば，11世紀半ば編纂の法書『ペイラ』Peira中の記事がある．こ

の記事が伝えるのは，コンスタンティノープル所在のピペラトス修道院に

　　　　　　　　（42）
関する訴訟の顯末である．ピペラトス修道院は，当初俗人某が，所有する

家屋をある修道士に寄進して修道院となったものであったが，この修道士

によってロマノス・レカペノスに贈与された．後者が皇帝となってから

（919年），この施設はプロートヴェスティアリオスprotovestiarios位の

マリアノス某に下賜されることとなったが，総主教ニコラオス2世クリュ

ソベルゲス（在位984－995年）が職権πατρ‘αρκ‘戯δ㍍α‘αにおいてこの

修道院を管理下に置こうとした．それに対し，所有者たちが皇帝バシレイ

オス2世に訴え，同修道院を「独立」施設autodespotosとすることに成

功し，結局のところ教会上位権力のもとに移されることがなかった，とい

うのである．総主教が行使しようとした職権は，伝統的なスタウロペギオ

ン（σταひρo切γ己oレ「教会施設設立許可」）であったが，このケースの場合，

皇帝の裁決により施設に対する私的な権利が優先されたことになる．

　また，ヘルマンが指摘する『ペイラ』中の別の一例もまた，バシレイオ

　　　　　　　　　　　　　　（43）
スの私的施設に対する寛大さを伝えている．それは，カルディア・テマ内

の一村落に存在した私有教会に関するものである．聖アウクセンティウス

に献納されたこの聖堂には複数の「所有者」があった．彼らはこの教会堂

に対して為される寄進収入に応分の権利をもっていた．この「所有者」た

ちの権利にっいて，この聖堂に勤務する聖職者より訴訟が起こされ，最高

裁判事ローマイオスが寄進収入の分配割り当てを指示したのである．ロー

マイオスは，「願掛け」寄進とその他の収入を峻別し，前者は聖堂の調度

や装飾費用とされるよう指示した上で，後者を4等分し，司祭たちには4
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分の1のみを割り与えるだけで，残り4分の3を俗人「所有者」たちに留

保するよう決定を下したのだった．訴えをおこしたと推定される主任司祭

protopapasは職席を保証されたが，資産横領が所有者たちによって認め

られるようなことがあれば，施設経営から排除されることとされた．

　これらの事例は，ヘルマン，トマスが論ずるように，教会施設（聖堂・

修道院・慈善施設）の私的所有が施設本来の機能と共存しうるという法的

認識を示していよう．裁判判決集という『ペイラ』の史料的性格を考える

と，この法的認識が当時広く流布していたことも推測される．しかしかか

る一般化はともかくとして，上の『ペイラ』中の事例では，私的所有権者

の教会施設に対する権利と教会・修道院の利益の対抗が注目されよう．

「反修道院的」とされる964年新法も，実は反修道生活的規定ではなかっ

たように，ここでもまた公教会・修道院と私的施設との現実的関係が問題

となっているのである．私的権利者たちを擁護する皇帝のこの寛容さは，

のちの996年新法の精神とも合致する．それはたしかに，教会・修道院の

権利擁護の側に立っ988年新法の態度とは異なる印象を与える．しかし，

上記の研究者たちは事態の整合性を解き明かせると考えている．

　その50年に近い長い治世（976－1025年）中，バシレイオス2世が一貫

して熱狂的な反貴族政策，つまり反修道院的政策に遭進したと見るのであ

れば話は別である．しかし，バシレイオス2世が「貴族」の支持を得るた

めに，一時的に譲歩の姿勢を示したと判断される時期があった，と考えら

れるのである．この点にっいて，ルメルもまた，988年新法と996年新法

のあいだの政治的内容の不調和に依拠して前者の偽作性を論ずることの危

うさを認識していた．ルメルは，『農業史』のなかで，988年新法の真正

性を疑いっっも，それがおそらくは「バシレイオスの治世の困難な時期に

一時的に為されたジェスチァーであり，聖職者と修道士の力に屈した一時

　　　　　　　　　　　　　　　　（44）
的な譲歩であった」と論じていたのである．
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　シュランベルジェ，ヴァシリエフスキー，カジュダン，トマス，またブ

レイエ，フォークトは，新法に付された988年4月4日という日付そのも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ののが・この勅法の真正性についての強力な論拠になると考えている．

　問題となる時期のクロノロジーは，バシレイオス治世の中でもいまだも

っとも曖昧とされるが，それがバルダス・フォーカスの反乱等に向かわね

ばならない若いバシレイオスの苦難に満ちた時期であったと見てよいこと

は，まず間違いない．988年新法の中で述べられる「災難」や「激変」

「混乱」とは，彼の治世の初期に帝国が経験した諸事件に対応していた．

　976年夏に起こった先帝ヨハネス・ッィミスケスの義弟バルダス・スク

レーロスBardas　Sklerosによる反乱は，小アジアを破壊と荒廃，そして

飢鰹に陥れていた．他方，ヨーロッパ側の諸属州では，ブルガリア人たち

が至るところで荒廃とテロを繰り返していた．このとき行われたバシレイ

オスの初めての対ブルガリア遠征も壊滅的な失敗に終わっている．この状

況の上に，さらに987年の晩夏，ニケフォロス2世の甥バルダス・フォー

カスBardas　Phocasの反乱が起こったのである．一時バグダッドに囚わ

れの身となっていたスクレーロスも逃亡を果たし，再度反旗を翻して2っ

の反乱軍は同盟を結んだ．フォーカスの陰謀でスクレーロスが再び監禁の

身となったとはいうものの，フォーカスは単独で小アジアを席巻し，コン

スタンティノープルを攻囲するまで勢力をもったのだった．バルダス・フ

ォーカスの反乱は・クレタ，キプロスをはじめシリア地方をも再び帝国領

土に回復した伯父ニケフォロスの武勲のおかげで，多くの支持を得たとい
　ゆ

う．当時の民衆文学や叙事詩はフォーカス家の事績を頒えており，これと

符丁を合わせて，バルダスの勢力は小アジアに広く深く浸透したらしい．

若いバシレイオス2世は，キエフ公ウラジミールからの6000人の援軍

dru2ina（ヴァランギア隊）を得てはじめて，この屈強なバルダスとの戦

いに勝利を収めることができたのだった。その最初の勝利が988年夏のク
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リュソポリスでの戦いであり，最終的にバルダスを撃破するのが，翌989

年4月13日にダーダネルス近くの小アジア側の町アビュドスで行われた

決戦であった．問題の新法は，まさにこの対バルダス戦勝の直前，そして
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（47）
キエフからの援軍が到着した988年の春に発布されている．

　バルダス・フォーカスは伯父ニケフォロスの衣鉢を継ぐ者であった．も

しバシレイオスが，新法上で伝えられるように，帝国の悲惨な状況と自身

の運命の停滞を深刻に憂慮していたとすれば，若い彼がその全ての責任を，

目前のバルダスを通じてニケフォロス・フォーカスに帰すことがあったと

しても不自然ではない．またバシレイオスがこのバルダスを打ち破るため，

聖職者・修道士の支持を得ようとして，964年新法を破棄した考えること
　　　　　（48）
も可能であろう．シュランベルジェが考えたように，バルダスが伯父の法

制の維持に個人的な関心を持っていたとすれば，バルダスがあからさまに

反旗を掲げていると決めっけるのに，バシレイオス2世にとってこれ以上
　　　　　　　　　　　　　　（49）
に格好の時期はなかったはずである．

VI

　スヴォロノスの1050年代偽作説は，イサキオス・コムネノスの対教会

政策に反対する集団の存在を想定している．しかし，その偽作者（ないし

偽作者集団）が偽作行為から何を得ることが出来たかを知るのは困難と言

わざるをえない．というのも，イサキオス・コムネノスは確かにいわゆる

「反修道院的」諸施策を断行したが，それを伝えるプセーロス，アッタレ

イアテス等の『年代記』『歴史』の記述は，イサキオス・コムネノスがそ

の収入を接収し流用したのは，大半が帝国施設だったと想像させるからで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50）
ある．スヴォロノスも依拠するプセーロスの記述は以下の通りである．
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　「彼ら（イサキオス以前の皇帝たち）は，隠棲所δσκη功ρ‘α一彼

らは建物をこう名付けた一を金銭と富とで豊かにしなければならな

くなると，宮廷の財を費消し尽くしたばかりでなく，人々から国庫に

出された金にも手を付けた．彼らは，この隠棲所一我々もそれをそ

う呼ぶべきだろう一に十分な国家予算を割り当てるだけでは満足せ

ず，皇帝の富をτ加βασピλαoレπλoστoン3つにわけた．1っは，彼ら

の享楽的生活のために，1っはそれら建物の装飾のために，さらに1

っは，生来怠惰で国庫に何の貢献もせず，放縦に生活しては徳を行う

ことにも徳を尊重することにも顧慮しない者たちのために，であっ

た．」（7。59）

　「彼（イサキオス・コムネノス）は，聖堂のために取りおかれてい

た財政部分の大半を切り取り，それを国家の収入に組み入れると，聖

職者たちに十分な財の額を見積もって，まさに隠棲所の名にふさわし

いものとしたのである．」（7．60）

　イサキオス以前の皇帝たちは，放漫で豪奢で，目分の死後葬儀を執り行

うべき施設を恣意にまかせて惜しみなく豪華に造らせていたらしい．それ

には「フリュギア産やイタリア産の大理石やプロコネソス島産の大理石板

がふんだんに用い」られていた．禁欲的な財政家であったイサキオスは，

これら先帝たちの放漫かっ恣意的な財政運営を糺し，皇室財政，国家財政

の立て直しを図ったのだった．しかしプセーロスの記述を見る限り，イサ

キオスの措置は，修道院・教会施設の新規建設や委譲を阻止するものでは

なかったと思われる．少なくとも，それらの伝統的権限の規制に関しては

何らの記述も見られない．

　スヴォロノスは，総主教ミカエル・ケルラリオス（在位1043－1058年）

の肝煎りで帝位に就いたイサキオスが，次第に国家財政健全化のために教
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会の利益に反する施策をとったことで，教会人の中で皇帝に反対する党派

が組織されたと考える．イサキオスの諸改革について展望したE・スタネ

スクもこの立場に立ち，イサキオスの施策に反対したことがミカエル・ケ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（51）
ルラリオスの更迭の一因だったと考えている．しかしトマスが考えるよう

に，この反対派集団が存在したという議論は，決定的証拠に欠けるように

思われる。もう一人の証言者ミカエル・アッタレイアテス（1025？生一

1085年以前没の歴史家）は，イサキオスの施策が「不正で不敬度な様相

を呈し，保証人による聖物窃盗であると言われた」と記すだけで，目身は，

同時代の「事態を真摯に取り分けて考えている人々」に同調して，イサキ
　　　　　　　　　　　　　　　　（52）
オスの諸施策に理解を示しているのである．スヴォロノスにおける反対派

という発想は，「偽作された」バシレイオスの新法そのものの存在を抜い

ては，立論し得ない危うさをもっていると言わざるをえない．

　スヴォロノスは，1050年代偽作説を文献学的見地からも説明しようと

した．スヴォロノスの仕事は，バシリカ法典（レオン6世治世下886年以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（53）
降に完成）の簡易本で多くの写本によって伝承される『バシリカ梗概』

Synopsis　Basilicorumに関連するすべての写本群を，形態・伝承・内容

の各面から総まくり的に整理したおそるべきものだが，彼はこの基礎的業

績の上に当面の問題について指摘を行うのである．

　問題の988年新法のテキストは，13世紀から16世紀にかけて作成され
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（54）
た少なくとも8通の手写本によって伝えられている．それらは，『バシリ

カ梗概』の「付録B」Appendix　Bの系統に連なるものである．この「付

録B」に含まれる当該テキストの原エディションは，スヴォロノスによれ

ば11世紀のものである．他方，「付録A」Appendix　Aは一連の最古の

手写本群から構成されるが，その中では，この新法がしばしば余白の注釈

として見られるか（11世紀のParis．Suppl．gr．623．が最古の事例），ある

いはニケフォロス・フォーカスの新法と隣接してその存在が記録されてい
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　　　（55）
るのである．スヴォロノスにとっては，「付録A」の写本系譜の中にバシ

レイオス新法のテキストが無いことが，それが最初期の写本が作成された

のちに起草された偽作で，「付録A」の現存する写本に執拗に挿入された

ものであることの決定的な証左，となる．この考えが，「付録B」の基礎

となったテキスト群の「愚鈍な編纂者」にまかり通ったのだった．

　しかし，トマスによれば，「付録A」に連なるテキストの「余白への注

記」や「添書き」という事実こそ，初期の写本中に，重要な射程の長い法

を破棄する伝統があったと考えるべき証拠と考えられる．トマスによれば，

「付録B」を構成する写本が作成されはじめた時期までは，記録は正しく

保持されていた。そして，バシレイオスの988年新法のテキストは，初期

写本にあっては，ほぼ常にそれが破棄の対象としたニケフォロス・フォー

　　　　　　　　　　　　　　　　　（56）
カスの964年新法の隣りに置かれたのである．トマスのスヴォロノス批判

は，少なくとも当面の問題に関する限り説得力をもつと私には思われる．

　12世紀末ビザンッの教会法学者テオドロス・バルサモンのコメンター

ルは，『バシリカ梗概』の「付録」写本とは別立てであるが，信頼性の高

い史的証言の一っであり，問題の新法の真正性を支える重要な証言を提供

している．本稿でも988年新法の校訂者として数え入れたバルサモンは，

マヌエル1世コムネノス（在位1143－1180年）が発布した上述の同時代法

令（201頁を参照）にっいて議論する中でバシレイオスの988年新法に言

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（57）
及し，これを真正なものとして再録しているのである．

　10世紀に発布された帝国文書の伝承数は多くない。ルメルが言う「テ

キストの迷信深い幼児性」や「表現の不正確さと曖昧さ」という問題が最

後に残るが，10世紀ビザンツ宮廷官房の構成如何という方向に向かうは

ずのこの問題も，文書学，プロソポグラフィー研究とも今日的水準ではこ

れに対する答えをほとんど用意できていない．碩学デルガーが記した偽作

への疑念は，確かに容易には打ち消しがたい．しかし，1968年の文書学
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教本においてデルガー自身が創案した偽作の諸基準のいずれに照らしてみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（58）
ても，988年の新法テキストは容易には偽作と断定されえないのである．

V皿

　ニケフォロス・フォーカスによる964年新法と，バシレイオス2世によ

る988年新法と996年新法．これらを繋ぐ10世紀後半の皇帝政策をめぐ

る議論は，いまだ最終的な決着を見たとは言いがたい．しかし，確実に言

えることは，988年新法を偽作と疑うデルガーからスヴォロノスに至る研

究者たちが，力点の置き方に多少の差はあれ一様に，10世紀後半におけ

る国家＝皇帝権力と教会・修道院の大土地所有との「社会闘争」を前提に

議論を展開してきたと思われることである．国家財政強化を目指す諸皇帝

と，所領（免税領域）の拡大と財貨のさらなる獲得を図る教会・修道院勢

力とのあいだの「社会闘争」．両者を二項対立的に捉える視角が，ビザン

ッの「封建化」を見据える他の問題群の設定と有意にリンクして，988年

新法に対する疑念の一端を支えてきた，と見えるのである，

　しかし，ビザンッにおける皇帝と教会・修道院との関係は一義的に捉え

られるほど単純ではなく，教会施設もまた法的・制度的ステータスの点で

ヴァリエーションに富んでいた．皇帝の教会政策が必ずしも純粋に宗教的

意図によらなかったことは今さら言うまでもないが，帝国最大の「土地貴

族」であった教会・修道院もまた，多様な存在形態のもとにあったのであ

る．教会・修道院に対する皇帝の政策も，それに応じた対応を用意せざる

をえなかったに違いない．10世紀ビザンツ国家が目指した財政政策全体

の解明が要請される一方で，その中での公教会，修道院，私有聖堂のあり

方の実態と，とりわけ私有施設に対する諸権利をめぐる国家と教会の対応

について，いっそう慎重な顧慮が求められるように思われる．
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　964年新法と996年新法についても，以上の観点から改めて点検し直さ

れる必要があるだろう．アールワイラーが指摘したように，これら新法の

発布時期は，「公教会による俗人向けハリスティキアが大いに進展した時

　　　　　　　　　　　　　　　　（59）
期の終末期terminus　post　quem」であった．この慣習的行為は，皇帝お

よび公教会貴顕者の意向のもとで教会施設とそれに帰属する財の管理・運

用を俗人に委託する行為だった．964年新法におけるニケフォロス・フォ

ーカスは，荒廃した既存施設への配慮をこのカリスティキア行為を善用す

る線で説いていたのである．帝国内の全耕地に関心を向ける皇帝の財政的

配慮が，教会貴顕者の恣意のもとで行われていたこの行為に向かったこと

は自然であったと思われる．964年新法，996年新法は，たしかに教会・

修道院への寄進，っまり教会貴顕者による土地その他の財の獲得を制限し

た。しかし，それは，カラニスが言うように，放置された土地の再開発，

そしてそれらを再び国家財政に奉仕させようとする皇帝政府の意向の表れ，

と考えて差し支えないだろう．996年新法におけるバシレイオス2世もま

た，同様の財政的配慮のもとで対教会・修道院政策を打ち出したものと考

えられる．バシレイオス期に見られた私的宗教施設所有者の権利擁護も，

公教会の恣意から「国家的利益」を保全するための措置だったと考えられ

る．

　その治世のあいだ戦いに明け暮れたバシレイオス2世は，他の皇帝同様，

国家収入となる一般租税の徴収に特別の努力をしなければならなかった．
　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60）
彼の治世の大半を占める政策の真相は，おそらくは996年新法にあった．

それは，「有力者」がその間占拠していた土地の全てについて，国庫の名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（61）
で買戻しの権利主張をすることを許す法令でもあった．近年の研究によれ

ば，彼がある種の熱烈さをもって土地貴族に向かっていったのは，まさに

租税徴収の確保のためであったことが明らかになりつつある．バシレイオ

スは，そのために課税台帳isokodikaに特別の注意を払い，これを作成
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　　　　　　（62）
させたのだった．彼の治世以降，国庫は，荒蕪地を売却してその土地にっ

いての税を収取するよりも，帝国直属のパロイコイ（隷属農民）を使って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（63）
土地を直接に耕作する方向に進んだという．「有力者」が浸食していた村

落についてその有力者に貧民の納税割当欠損分を埋めさせたかの有名な

「アレレンギュオン」立法（1004年）も，この強烈な徴税政策の線上で考
　　　　　　　　　　　（64）
えることができるのである．

　帝国内の最大の「有力者」であった教会・修道院に対する皇帝の施策は，

その都度切実な問題性をもって提起された．988年新法は，確かに内容の

点で前後する諸新法と異質である．しかしそれは，50年近くにもおよぶ

バシレイオス2世の長い治世にあって，彼の若く困難な時期における，真

剣ではあるが一時的な政策の一駒だったと考えられるのである．

（1）　Basil　II，Nεαρ凌τoδεδσεβ009カμのひβασ‘λ6ω9βασ‘λε60ひτoδレ60ひη｝レκα設

　拓）レ6κκλησ‘のレκα～τφレεδαγのレ0玩ωレレ0μ0θεσ6αンτ0σレ‘κηφ6ρ0ひβααλ6ω9

　捻λεoレ伽α‘ρoδσα．（；Novella　XXVI，quae　legem　Nicephori　de　monasteriis

　tollit）（988．4．4，）．K．E．Zachariae　von　Lingenthal，／πs　Oπ昭co1～o㎜αη鴛規

　（∫（択），III，p．303－304；Zepos，J．＆P．，ルs　O餌αεω70η昭襯瓶L　Athens，193L

　p．259；Rhalles，G．A．＆Potles，M．，Σ6レτα7ματのレθεイωンκαどあρのレκαレ6レω鉱

　II．（Athens，1852）p．652－653．（バルサモンの注釈中に登場：後述）；Svoro－

　nos，Nicolas，LθsNo∂θ地sd2sE吻θ72μ7s畝αc640漉πsωπσ2躍αη∫’α71飾2

　α‘θs　S甜α’∫o‘θ＆1n昂04μcあoη一E4伽oη一Coηzη昭班α動2＆　ed．P．Gounaridis．

　Athens，Centre　de　Recherches　Byzantines，1994。μ185－189；D61ger，

　Franz，1～θggs∫θη4θ7κα∫sθ剛漉㍑雇θπ砲s　os言γδ煽so加ηR2∫ch¢哉1（M廿n－

　chen，1924）No．772．渡辺金一『ビザンッ社会経済史研究』岩波書店，1964年，

　451－452頁．

（2）ニケフォロス・フォーカス魔下の軍団の努力によって帝国に復帰した主な

土地は，以下の通り（括弧内は再征服年）．クレタ島（961年3月），キリキア

　（965年），キプロス（965年），アンティオキア（966年10月），アレッポ
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　（969／970年）．

（3）　Nicephoros　II　Phocas，Nεαρ凌レ‘κηφ6ρo∂βααλ6ωg，万レκα戯τδα’6τog

　τカ9αひτ0σβααλε6α9ガτ0‘κατατカレζ’～レδ．τoj，9ひ0β’δτ0ひ9～）πηγ（5ρε∂σεσひμεめレ

　乃ατρ♂κ‘09κα～πρωτασηκヌ功τ‘9，περ～τ00μカγごレεσθα‘レ6αμ0レασ切ρ‘ακαどγηρ0κ0μ・

　ε蝕，μカτεπλατ加εσθα‘δλω9δ‘凌拓）ンκτημ髭τωレτoδ9εδαγεむo翫oひ9（＝Novel－

　1a　XIX，de　monasteriis）（963／4）：Zachariae，∫α～，III。p．292－2961Zepos，1，

　p、249－2521Rhahes＆Potles，Σ加τα7μαV（Athens，1855），p。261－2651Svoro－

　nos，Lθsハb泥」彪s吻s　Eη2ρ佛o㍑7s　Mαc640勉2π＆p．151－161；D61ger，Rθg2s一

　‘2π，No．699．渡辺437－442頁．なお，通常採用される上記の標題は，Fbrent．

　Laurentianae　Plutei　LXXX－81Atheniensis　Mus．Benaki20；Vaticani　GL

　852三写本中に見られるものである．

（4）　この「監督権」は，第1回コンスタンティノープル公会議（381年）にっ

　いで，第2回同会議（553年）で最終的に確認されたもので，13世紀の法学者

　バルサモンによるコメンタールも残されている．TheodorosBalsamon，Com・

　mentaria　ad　Canon　Synodi　Constantinopolitani　I　et　II，c．1＝Rhalles＆

　Potles，II（Athens，1852，），p．651，1．32－p．652，1．3．のちの11世紀末，アレク

　シオス・コムネノスは，教会改革派の要請に応じて，この伝統的監督権を再確

　認した．Alexius　Comnenus，De　jure　patriarchae　circa　monasteria（1096．

　12・），／α～，III，p・407－410・at　p．408，L7－14．ニD61ger，Rcg2s’2η1．2，（2．Aun．

　von　P、Wirth，Mnnchen，1995）No．1187a（01im　lO76）．p．142－143．をも参照．

（5）ただし，人里離れた場所に設置される修道小庵kellia，ラヴラ修道院

　正a皿aiは，この規制の対象外とされた．また，土地所領を奪われた施設は，

　帝国の調査と同意にもとづいてはじめて資産の再建を許された．

（6）　「古代末期」における「善行」活動としてのキリスト教的「慈善」の成立

過程とその諸相，それが後のビザンッ社会の形成に果たした役割と意義にっい

　て，Patlagean，Evelyne，Pα御72∫6660πoη吻μεg‘ραμ櫛就6soo∫α’θ4Byzαη6θ，

4θ一Zθs226‘2εParis／The　Hague，1977．を参照．邦語では，差し当たり以下の

拙稿を参照．「ビザンッ帝国における教会寄進と国家権カー5・6世紀の法制化

　をめぐって一」『史学雑誌』101－2（1992年2月）1－42頁，「ビザンッ中後期の

文書『テユピコン』をめぐって」『一橋論叢』110－4（1993年10月）164－173

頁，「11世紀ピザンッ貴族の教会施設経営と家産政策一ミカエル・アッタレイ
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　アテスとその施設一」『成城大学経済研究』123（1993年12月）85－129頁．

（7）　Zachariae，∫01～，III，P．252－256；Zepos，1，P、214－217；Svoronos，P・93－

　103；D61ger，1～2gθs孟9η，No．656．渡辺406－411頁．内容的に一見親和しないと

　見えるこの947年新法とは，その第2章規定において関係すると思われる．

（8）　Neara14＝ed。P．Noailles　and　A．Dain，Losハ石oびθZ‘θs4θ乙60ηy1’¢

　SαgαPar産s，1944．p．55－59．

（9）　Basllica5．1．7．（＝Codex　Justinianus1．2．15．）：βαs記ゴoo7初規Lめ短五Xl

z4｛ed．H．J．Scheltema／N．van　der　Wa1．Groningen，1955．p．125－126；Basil－

　ica5．3．8．（＝Novella　Justiniani131，c、7．）；i（i．，p．143。

（10）　「新法」とは，レオン6世治世下に完成した大法典『バシリカ』の公布以

　降に発布された諸勅法の総称である，それら諸新法は，上記フォン・リンゲン

　タールZachariaevonLingentha1，ッェポスJ．＆P．Zeposの『ギリシア・

　ローマ法集成』に収められたものほか，いくつかの法集として刊行されている．

　例えば，上記NoaillesandDain校訂・編纂によるレオン6世の新法群．な

　お，いわゆるマケドニア朝新法の最新校訂版は，上記注1に示したスヴォロノ

　ス版によって与えられる，

（11）　山田欣吾氏の以下の諸論考を参照．「カロリンガー時代の十分の一税」一

　橋大学研究年報『人文科学研究』26（1987年）27（1988年），「「教会」として

　のフランク帝国一西ヨーロッパ初期中世社会の特色を理解するために一」

　世良晃志郎『ヨーロッパ身分制社会の歴史と構造』（創文社，1987年）．いず

　れも同氏『教会から国家へ』（創文社，1992年）に所収．

（12）　Vasilievsky，Vasilli，G．，NaTepia』bl双朋BHyTpeHHe首目cTopiH　BH3aHTi肖cKa－

rorocy丑apcTBa．勘脚伽膨卿餓θ・飽ρ・∂Hα3・砂oo6δ‘昭8廟202（1879）

　p．160－232．at　p．222．（＝id．，7汐．y∂㏄E∫こBαoめ¢6θθoκ020，ηL4，Leningrad，

　1930．p．250－331．at　p．320．）l　Lemerle，Pau1，丁舵11g猶α短αη班s∫oτy　o∫βyzα撹歪一

　脚π方07η漉20九創πs置o漉2Tω螂漉Cε濯麗甥tL　by　G　Mac　Niocai1L

　Galway，1979．p．215－216；Charanis，Peter，Monastic　Properties　and　the

　State　in　the　Byzantine　Empire．1）吻のαガoη0σたs　P妙2r4（1948）p，53－ll8，

　at　p．53－54．（；id．，Soo∫α4　θcoηoηπoαη41》o‘π∫（ンα‘麗漁　歪π　’ね9βyz‘zπ‘fηo

　εηゆ窃a（London，1973）article　I．）l　Beck，Hans　Georg，1）αsウ！yzα窺痂∫sc舵／αん一

　吻μs2砿2，Aun．MUnchen，1994．p．229－231．
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（13）　Athanasios，Typikon．ed．Meyer，Philipp，P飽施ゆ顔漉襯dθn毎7ゴ歪θ

　　02sc厩o配θ磁7／1疏os短’osホc飢Leipzig，1894，p。107．Schlumberger，Gustave，

　ゐ恥01》6εδyzαη厄η24如ノ肇π4μd‘x∫2規θs∫（｝oJθ，五Paris，1896．p．252．Chara－

　　nis，Monastic　Properties，p、58．

（14）　Charanis，Monastic　Properties，p．58．

（15）　Leunclavius，Jean，1、ηo泥磁θcoηs’髭躍oηθs加ρ07傷o耀η2X＿，LX肋ro一

　π‘規Bααλ‘κωレ＿20’ogαs旬θsyηoρs歪s．（Base1，1575）p．50；Leunclavius，J．，

　1μ九s　g箔α¢co－ro”2αη‘孟α別oαπo漉o∫（～μα，πc”∫あs’oη箆π，97．如ムημπcρ7伽捌，π

　04髭f　o膨7αハ4α名ワ．F名θん27凱（Frankfurt，1616）1，p．117－1181Bonefidius，E．，1ε‘3

　0π02η‘α’θ．（sine　loco，1573）p．321Rhalles＆Potles，II（Athens，1852．），

　p・652－653（バルサモンの注釈中：後述）；Zachariae，／0R．III，p．303－304；

　Zepos，1，p，259，cf．Andr6Ferradou，ヱ）¢s房gπs　dcs窺oπαs孟幽2sδ8y2αηcθ．Bor－

　deaux，1896、P，39；Svoronos，Lθsハ石oび2泥θs4εs　Eηz1）（27θμrsハ猛α0640η∫εηs．P．

　　185；Thomas，John　Phllip，A　Disputed　Novel　of　Basil　II．0猶召餉，Ro窺αη

　αη4」By2αη‘歪πθS♂μd犯s24，No．3（1983）P．274，n．41i（1．，P厚’∂α孟召Rεκ9∫oz‘εFoz4η一

d漉oπε加伽Byβαη伽2E卯飽．Washington，D．C．，1987．p．149f．

（16）　D61ger，1～¢g2s‘ε箆，p．99，no．772．

（17）　Ostrogorsky，George，j田5Jo勿y　o∫‘加βly肥漉歪π召S∫砿a　tr．Joan　Hussey．

　3rd　ed．New　Brunswick，1969，p．307；Svoronos，Nicolas，Histoire　des　insti－

　tutions　de　remplre　byzantin．in　z4η肱α飽4θ”庇oJθp箔α吻麗4es肋惚os

　E砲dgs，1ycsθo♂∫oη（z4E班），1970－71，p．353－365，atp．357fまた，Koni（i・

　ares，Ioannes　M。，Tδδ‘κα己δレτカ9μoレαστερ‘ακカ9πεμoひσ6α9δπδτoσ90ひμ6κρ‘

κα～τoσ120ひα齢レog．Athens，1979，p．136－137，140，を参照，

（18）　Basil　II，Nεαρ凌レoμoθεσ6ατoσεδσεβoδ9βααλ6ω9βασ‘λε60ひτ00レ60ひ

　περどτφレδリレατのレτのレ凌πδπεンカτωレ6π‘κτωμ6レωン，κα笥αδごκ沈ζoひσααδτoδ9απδ

　功9πρφτη9レoμoθεσ♂α9建Pωμαレoσβααλ6ω9τoδπρε（夏β6τo∂ガγoひレ凌πδτカ9β’

　♂レδ，τoσ，gりλζ’δτoひg．（＝Novella　XXIX，ne　locum　habeat　XL　annorum　pra・

　escriptio　in　praediis　a　potentibus　acquisitis：de　nnium　descriptione

　aureis　bullis　inserta：de　monasteriis：de　tollenda　praescriptione　temporis

　adversus　nscum：de　homicidio：de　bullls　aureis：et　de　nundinis）（996．1，

　1．）．Zachariae，／01～，III，P．306－318；Zepos，1，P．262－272；Svoronos，Lcsハめび一
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θJJθs．p．190－217；DOlger，1～εgθs‘θπ，No．783．渡辺453－468頁．

（19）Ostrogorsky，研s∫o型，p．293，n．2．オストロゴルスキーが支持する注釈が

　記された964年新法の写本は，Codex　Vindobonensis，Supplementum　Gra－

　ecum27，272r－274v．である．cf．κα如Zog　dcγgπ’ec加sc九θηπαη4schηo∫彪η

4e■σs‘2舵励∫s伽η吻‘加αめ雌o‘嫌．T¢‘’4」Sゆρρ伽θ惚那αα¢‘駕規．

　Hrsg．von　H．Hunger．Wien，1995．p．56－58．この16世紀第3四半世紀に作成

　　された写本テキストは，Zachariae　von　Lingenthal，∫01～III，p．292，n．1；

　Zepos，／θ1～，1，p．249，n．1．でも言及されている．その最後に付された注記

　一璽δρααδτηヵレεαρdκατηργヵθηπαρdτoδTζ∂μのめ．κακφgδ6”（「ッィミスケス

　　によって破棄されたと見える新法．しかしそれは誤りである」）が，シュラン

　ベルジェやオストロゴスルキーたちに影響を与え，ニケフォロスのこの新法が

　　ヨハネス・ッィミスケスによって破棄されたという彼らの見解の根拠となって

　　いる．また，これと同じ注釈伝統に立つ写本に，Codex　Vaticani，Ottobon・

　iani　graeci243，がある．この写本もまた16世紀のものである．cf．酬捌o‘・

　goαθ！1Pos∫oJ歪cαθγ襯cαπ㏄co4∫cθs窺伽πεcゆ距質召ooηs伽伽δεη∫εLεoη¢X皿

　Poη筑ルfαズ．Cod∫oεsηαz4s㎝’ρ‘歪g名とzθoπoδoπ彪π∫β必麗o紹cα97α‘ゴoαπαθdgso7門ゆ一

　‘わη¢s∫4θノ1’ρんoηso　Cα7ゼ∫πα麗Cα1》召cθ！α‘7アcん表2ρ歪sσ01）o　Cαρμαπo，S．』蘇～．E．βfわ麗一

　〇地2αzη酢oθcθπsz昭7麗ηよE．Feron　et　F．Battaglinioma，1893．p．138－139；Svoro－

　nos，Nicolas，Remarques　sur　la　tradition　du　texte　de　la　novelle　de　Basile

　II．Rθoz‘θ琵d2s’7α∂αμエd2♂1πs’覚z‘‘α’E君∬4θs　Byzαη顔η2s，viii，2　（ル形佐η92s

　G．Os昂ogo7sたly，ii；Belgrade，1964）p、427－434．（＝id．，E伽dgssμ7‘b㎎απおακoπ

　痂彪π壁θμ70，’‘z　so6彪彪θ≠♂疹60ηoηz歪θ4θ’Eηゆ窃2δy宕‘z窺加．London，1973，art．

　VIII）jd．，Lεsハb∂θ」’召s（オεsEηゆeγθμ7s温α0640勉εηs．p．186．

（20）　Svoronos，N．，1～gc加γ肋2s　s駕7’α顔z4薦oη知擁4幻πoδβygαηcεJLαSyηoρ一

　s歪sηzαゴ074εsβαs甜幻μ2sαsθεαρ1）θηd∫oεs．Paris，1964．p．22，n．3；p．29，n．2．

（21）　Ostrogorsky，ノ五s‘oでy，P。293．

（22）　レオン・ディアコヌスの『歴史』Leo　Diaconus，丑観oπ’α，6．4，ed．K．B．

　　Hase．Bonn，1828．（Corpus　Scriptorum　Historiae　Byzantinae，25）P．98，L

　　15－p．99，L2．；Migne　PG117，co1．797－800：聖OδεHoλ」εりκτogτδレ功gπατρ‘αρ・

　κ6α9τ6τε6わ6レ0レκατεどλ1ε．◎εあ9τ6τ‘9めレκα～ζピωレ石ψπレε6ματ‘，ε～κα～η）レカλ直κど一

　αレδξωρ09カレ，μ7｝6ξεどンαご　0ど6δカλ0ひτφβααλεど69τδδερδレεδσελα6レε‘レ，πρ～ン
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　凌ンη〉ンAjγoδσ石αン葡レβασ‘λε6ωレ6ξαλ凌η7，καετδレ凌レα‘ρ6τηンτoσαδτoκρdτo一

　ρog　N5κηφ6ρo∂，δσπερ罷レε匠η，καθひπoδεイξ1プκα～πρoσ6τ‘τδレτ6μoレτカσoン6δ甲πρo一

　σαπoτ6σ刀，δンδN‘κηφ6ρ09παρ凌τδε乙κδ96レεφκμωσεレ．‘0γdρN‘κηφ6ρ09，ε」τε

　蝕θε5απρ69τ巴レωンτのレεερ6ωンκ‘レ06μεレαβ0∂λ6μεレ09δ‘0ρθojレ，φ9φετ0，ε」τε

　κατεξりひα凌ζε‘レκンα～τ1φレよερ（δレ，δπερ6κσπ0レδ0レガン，τ6μ0レ0％εδ‘説σα‘τ0～）9よερdρ一

　κα9　κατεβ‘凌σατo，μカτ‘　τのレ　6κκληαα（π‘κのレ　πραγμ凌τのレ　6κτδ9　τガs　ぎκ6‘レoひ

　β0πカ96レεργε‘レ．

　　また，スキュリッッェスの『歴史梗概』Georgius　Kedrenus－Ioannis　Scyh－

　tzes，Syηoヵsゴs研s‘o”’α耀彫，ed．L　Bekker．Bonn，1839．（Corpus　Scriptorum

　Historiae　Byzantinae，5）II，P．380，L13－19；Ioann正s　Scylitzae，Slyηoρs∫sノ五s一

　‘o吻躍η3，ed．」．Thum．Berlin，1973．（Corpus　Fontium　Historia　Byzanti－

　nae，5）p．285，1．31－35：τα6η7ンμεレδπατμ40κηgπρoσ6ταττετのレδレακτ6ρωレ

　κατεレελ1θガレα4κα～5レτ‘レ直レカσ砂περ‘0ρ‘σθカレα‘，6ξ0σ切ακ‘σθカレα‘δ｛1κα～τ0～）9τ0σ

　N‘κηφ6ρoりαδτ6λ1ε二ρα9，δ‘αρραγカレα‘δεκα～τδレτ（5μoレ，δレεπ～〔ルγ1と6σε‘τφン6κκλη一

　σ‘αστ4κのレδN‘κηφ6ρ09πρα7μd石ωレ6ξピθετo．εδθ6ωg　oJレδ’1ω4レレη96κεごレoひ9τε

　6ξiφσετカ9π（5λεω9καετカレeε0φαレの6ンnρ0〃‘0レレカσ甲6ξゆρ‘σεン．

（23）　D61ger，ノ～θgθs伽，no．726，cf．703；Charanis，Monastic　Properties，p．61，

　n，23．またcf．Zakythinos，Denis，βyzαη‘∫窺so加σ偽o雇oh‘θ324－1077，tr，G．

　Fatouros，Wien，1979．p．245．

（24）　Schlumberger，L’勘oρ吻の宕伽枷θ（n．13）p．728．

（25）　プセーロスはそれを989年半ばとし（Psellos，Chronographie．ed．Ren－

auld，1，19－22．；1，p．12－14．），アラブ人歴史家ヤヒヤの『年代記』では985

　年になる（Yahlalbun－Saidlbn－BatrikelAntaky（JeanrAntiochitain），in

　Rozen，V．R．，1規ρθ猶鷹071勉s観歪βo’gα70ウoプcαSt．Petersbourg，1883．（rept．

　London，1972）p．404．）．ルメルはプセーロスに依拠するが（且g川π’αηH2ε‘o－

　7y，p．11L），シュランベルジェ（勘op勿，p．573．），オストロゴルスキー（∬歪ε∫o一

η，p．300，n．1．），カラニスなど大半の研究者はヤヒヤ説をとる．スキュリッ

　　ツェスも985年説に立っており，ここでもこの立場に立っ．なお，ヤヒヤ『年

代記』テキストには現在この他に以下の校訂版がある．Cheikho，L．，Coゆ麗

　Soη’ρ∫07膨窺c九πs‘めημη30η’2π診αあμηz，／1πz醒c∫，S2吻s3，γoJ．Z　Par正s／Beryti，

　19091Krackovskij，L　et　Vasiliev，A．A．，P㍑roJog彪0η’θ窺αZ∫s，X照Fαsα
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　5（Paris，1924）；XXπ五．勘sα3（Paris，1932）；XL7以Eαsα4（Tumhout，

　1997．trad．par　Frangoise　Micheau　et　G6rard　Troupeau）このうち，フラン

　ス語訳付きPO版は本テキストの現在の決定版である，しかし，ローゼンの研

究は，今日にあってもなお古典的地位を失っていない．cf　F．Micheau，Pr6－

　face　de　PO，XLγπFαsα4．

（26）　Lemerle，z4g名απαπ∫∫診s如ぴ，p．111．ルメル，スヴォロノス以後のフランス

　のビザンッ学者たちも彼らの立場を引き継いでいる．例えば，現在ソルボンヌ

　の講座を担当するミッシェル・カプランも，この988年新法を慎重に考察の対

　象外としている，cf．Kaplan，Michel，Lgs　ho解隅2so∫’α‘e惚4By2αηcε伽

　γ盈απX盈s∫2da　Paris，1992．p．434－444．esp．p．440，n．327．

（27）　Svoronos，ノ1E珊（1970－71），P．358；id．，」1～εcん2zo12εs　s駕■’α‘名α4∫師oπ∫z‘7ゴ4一

　歪g包θ4βyzαηcα　（n．20），p．1551id．，Les　privilさges　de　rEglise　a　r6poque

　des　Comn色nes：Un　rescrit　in6（iit　de　Manuel　Ier　Comn色ne．Tγ卿α篇α瓢2η多一

・惚s1（1965）P．325－391，atp．383，n．305．（一正d．，亙鰯θss副惚翻s㈱η伽一

　彪πθ獅o，．．．．London，1973，art．VII）

（28）　Nicetae　Choniatae　Historia，7．3．（ed。L　A．Dieten，Berlin，1975．p。207，

　1．85－91；ed．Immanuel　Bekker，Bonn，1835．p．270，1．18－p．271，L4．）；Toσoδ・

　τ0レδ’凌πε耽ετカレレ」レκατ能στασ‘レ6πα‘レεどレ，0εμ0レ湧ζ盆‘レμ1レ6παγγピλλ0レτα‘，π0λひκ一

　τカμ0レε9δε　καどπ0λひφρ6レτ乙δ69εよαレδ汲｝ρ　τ0～）9　τカ6レτασθα　φ‘ληδ0σンτα9ζ㎞ガ，

　あστεκα～η〉ンレεαρdレレoμoθεσ血ン，加δβασ‘λε6τατ09τψδンτ‘N‘κηφ6ρ09δ

　Φωκδ9，δτカレδqxδレカρω醜（）9καどπ0λδ9τカレσ加εαレ，5θετ0πα60∂σαレ罐9μ0レ凌9

　♂μπλατガレεσθα‘κτカσεα，τεθンηκ05αンπ6λα‘τφλ”〔5レ甲καετδκδρ09凌π0θεμ6レ77レ，

　＠ερひθρφτヵgβαφヵg‘δgα融ατ‘虜レαθ凌λψαg6ζめωσε跳ニケタス・コニアテス

　の主著『年代記』は全21巻から成り，1118－1206年にわたる出来事を諸皇帝

　の治世ごとに叙述する．それは自らを，アンナ・コムネナの『アレクシオス

　伝』’Aλεξ‘dg，ヨハネス・ゾナラスの『世界年代記』’Eπ‘τoμがστoρ‘φレを引き

　継ぐものと位置付けている．1176年6月に発布されたマヌエルのこの行政命

　令Prostagmaにっいては，D61ger，1～θgθs孟¢π，no．1523．を参照，それは，修

　道院の課税台帳への登録免除を止める措置だった．／01～，III，p．502；Zepos，1，

　p．425．D61ger，R2gos‘2πno．1523．を参照．また，ルメル，スヴォロノスによ

　って議論の対象とされたno．1419．をも参照．Svoronos，Les　Privilさges　de
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　　rEglise　p．375－382．

（29）　Svoronos，Les　Privileges　de1’Eglise，p．383；Konidares，oρ．oz’ム　（n．3），

　　P．137．

（30）Sv・r・nos，LesPrivilegesde1’Eglise，P．383；id．，S・ci6t6et・rganisa－

　　tiQn　interiure　dans　rempire　byzanin　au　XIe　siさcle：1es　principaux　pro－

　　bl色mes”，in　Proo22d伽gs　o∫’んθ丁痂πθεπ漉1鳩θη3α彦歪oηα’Coη9猶2∬oグβyzαη一

枷θS姻歪9s，Oxford，1967，P．373－389，atp．378．（＝ld．，君娚召ssπ7

　Jb即π∫S碑0π翻6漉節召，’αSOC漉9∫彪COη0席94θ”E吻舵．8卿漉ηθ．art．

　IX．）cf．id．，Remarques　sur　la　tradition　du　texte　de　la　novelle〔ie　Basile　IL

R2α‘θ掘θs’剛α砿4θπηs∫癩dE翅θsB即漉η¢s，viii，2（漉Zαη9θsO．Osか

　70go7εたly，ii；Belgrade，1964），p，427－434；id．，Les　priv日Oges　de　rEglise．（n．

　27）p．348－354．

（31）　Svoronos，且EEE．1970－71　（n．17），P．358．

（32）　Vasihevsky，7レッ∂配，耀．4　（n．12），p．328f．Vasihev，A．A．，丑歪s∫o勿y　o∫

　∫hθβyz伽伽g　Eηゆ飽．1，2nd　ed，Madison，1952．p．336．Kazhdan，A．P．，

　遅8pθ8槻μaoρo∂θ8α3ακ〃2砺，ノX－Xθθ，Moscow，1974．p．74，n．71．

（33）　Charanis，Monastic　Properties，p．61，n．23．

（34）　Thomas，J，Ph。，The　Crisis　of　Byzantine　Ecclesiastical　Foundations，

　964－1025。βyz‘zηあη∫scんθFo7scん％ηgθη9（1983）p．262，n．17；id．，ADisputed

　Novel　of　BasiHI、id．，P短’槻‘o　Rθ’歪離o総Fo㍑η4α∫面ηs．また，Emil　Herman，

　‘Chiese　privatePe　diritto　di　fondazione　negli　ultimi　secoli　delr　impero　biz－

　antino，0η勉π’α‘毎Cん72’s‘∫απαPθ72’oごゴoα（OCP）12（1946）p．302－321；id．，Ric－

　erche　sulle　istituzioni　monastlche　bizantine．OCP6（1940）p．293－375．

（35）　Athanasius，Typikon，ed。Meyer，∬αゆ施娩襯42η．（n．13）p．101－122，

　esp・p・114・L28－p・115，1・6＝’Eレτελλ6μεθαδεπρ∂gτ05gδγδoカκoレταμoンαλlo59

　τoδ9凌πδτカ9τoがμακαρ‘ω説τoひβααλ6ω9τoδκひρoσN‘κηφ6ρoひδ己αταγガ96ン

　τφε」σεβεどκρひσ0β0ひλλ‘戸甲αδτ00τεθεゐακαど6τ6ραレ詑ρ‘θμ0δπρ0σθカκηレμ0レαλr一

　のレτεσσαρ凌κ0レταπ0στεθカレα‘’め9εZソα‘τδレ凌μφ0τぎρωレτφンμ0レαλゆン礎ρ‘θμδレ

　6κατδレε翫oα，με域τφレ6レτφμετoλ1ゆκαθεζoμぎレωレ．’Eπε乙δカκα～δκ」ρ‘09’1ω4一

　レレη9δεδσεβ6στατ09カμのレβασ‘λεδ9πρ0σθカκηレπ0‘ησ凌μεレ09τ0στカ9καθ”カμα9

　λα」ρα9σ0λεμン60∂δ‘ακ6σ‘ατεσσαρ詑κ0ン笥ατぎσσαραレ0μ60ματα，δレαλ6γω9τφ
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παρdτ0σμακαρ‘ω彪τ0ひβα侃λ6ω9τ0σκりρ0σN‘κηφ6ρ0∂γεγ0レ6τビκα～κρひσ0β0一

がλλ己0レ6αひτ00π0‘カσα9επ‘δ6δωκεレカμどレπρδ9τδκ0ρηγε6σθα‘τカκαθカμα9

λα6ρ“τα」τηレαπ（〉τカ96πεどξεω9τカg　Aカμレoひδ‘ηレεκφ9，6π‘βεβα‘のレ濠μακα～η）レ

δ‘d　zρひσ0β0ひλλど0ひκαθ6λ0レδε髭顧α量レτ0σδηλωθ6レτ09μακαρ‘ωτ並τ0∂βααλ6ω9

τoσ鰐ρoσN‘κηφ6ρoひ．なお，ここで言及されるヨハネス・ツィミスケスのク

リュソブーロス（黄金印璽付皇帝文書）は972年以前に発布されたと推定され

るが，原テクストは伝承されていない．cf．D61ger，Regesten，no，744，また，

Vie　de　S．Athanase　rAthonite，ed．Louis　Petit，Aπα‘θααβo‘」απ4∫απα25

（1906）p．5－89．中のch．36，p．49－50．にも同様の記事が見られる，

（36）

（37）

（38）

（39）

Leo　Diaconos．E∫s‘07毎，6．5．（Bonn）P．99

Scylitzes　Syηoヵ5∫s　E歪s∫oπα剛鵬ed．Thurn．p，285．

P㍑ηαKoηs彪n6伽oμρo’θos，3．213、ed．Preger．Berlin，1907，p、282，

Pse亘10s，Cん70η097αρん歪‘z，1．20．（ed．Renauld，1，P．13，L16－22．）：6β05λετo

μεレ6κθεμελ6ωレκαθα‘ρカσε4レ，τδδετカ9πρ認ξεωg　dレα‘δε9εδλαβ0ひμεレ09，τ0

μεレ6κε鯉εンδφ加ε‘，τδδεκατ6σε戯τ凌伽πλα，τ蝕6φηρμ・・μ6レα9λごθ・ひ9，τδ

　δ’髭λλ0τ‘π0‘（三ルτ0‘0りτ（5τρ0π0レ，0～3κ8レあ‘髭解）己90δφρ0レτε0切ρ‘0レ占δεεン，λ1αρ‘εレτ一

　‘σ凌μεレ09ε♂πφレ，τδμ0ンα（7切ρ二〇レδ6δρακε，δ‘aφρ0レτどδ09τ‘θεμ6レωレ拓》レ6レ

α勘ψ，δπωgの飢ひτo㎏τd伽αγκαぬπoρ如α‘レτo．プセーロス（1018－1078？年）

　は，11世紀半ばに活躍した高級司法官職者・歴史家．後述するイサキオス・

　コムネノス帝と総主教ケルラリオスの角逐に当たっては，前者に退位を促した．

　『年代記』は，バシレイオス2世の登位時（976年）から1078年までの帝国内

外の諸事件を伝える，

（40）　Psellos，Cセ”ηog箔αρ加¢1．20．また，FranzD61ger，ノ1鴛sd¢ηSoん砿zたα魏一

規θ解d¢sセθ魏goηβ醐gθs、MUnchen，1948．no．108．（A．D．984）に見られる，

　アトス山開山者アタナシオスがイベリアの修道院長ヨハネス某に与えた贈与の

　証書を参照　この証書には，バシレイオス2世によって以前になされた（実際

　にはパラコイモメノスのバシレイオスが「代理」で行った）ラヴラ修道院への

　ネア島の贈与が言及されている．これもまた，ニケフォロス・フォーカスの法

　規定からの明らかな逸脱である．

（41）　Thomas，P短”α紹Rε」ゆoμs　Foμπ4α∫∫oηs．p、148，

（42）Thomas，ibid，法書「ペイラ』は，コンスタンティノープル所在「ヒポド
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　　ウロームの裁判所」（＝最高裁判所）の判事たちによって出された判決の集成

　　で，1040－1050年のものと考えられている．ほかの無名の判事たちの判決とと

　　もに，とりわけエウスタティオス・ローマイオスEustathiosRhomaiosの名

　　で伝えられる判決が多く含まれている．問題の記事は，Po砲15．4et8，（ニ

　／0RI，p・43－44・＝Zepos，IV，p・49－5L）に見られる．e’0τ‘カμo助τoσH‘περ一

　dτ0り6ξδρκカ90翫09ガレκ0（，μ‘κ0στ‘ン09，δ96δωρカθηεδλαβεどπレ‘μ0レαZφ，κα～

　o廊ω9σεμレε50レ石oδτoπαカαα9τφκ∂ρφ5Pωμαレφτφγ6ρoレππρδτoσβααλε0一

　σα‘δ6δωκε，κα～oδτ09μετ凌τカレ凌ρκ加επ～μ6γααδ切レ6πガρεκαεMαρ‘αレφπρω一

　τ0βεσ初αρ6甲δンτ‘τα6τηレδ6δωκε，0乙0レκα～αδτカレκα～τ0δ9αδτカ9‘δ9β06λεZiα‘

　κα～6φεξカ9．5（περoレδεδπαη〔）‘dρκη9κ0ρog　N鷹6λα096ζカτε‘τカレμoンカレ6πどτd

　πατμαρλ1‘κ鳶δ6κα‘α」πoπo‘カσασθα‘．δδεκρどンωレβααλεδ9κα～δ‘καση〉96σημε‘φ一

　σατ0，μ7）δ‘κα6ω9λ6γε‘レτδレπατρ‘凌ρλ1ηレ’0δγδρε」ρ6θηカμ0レ，）りπδη1レ6ξりひσ一

　6αレτガ96κκλησイαg　jπ0γε7ραμμ6レη。κα～δ‘凌ZOδτ06κφλり（1αレτδレπατρごゆλ1ηレ，ε8π一

　6レτε9δτ‘κα～απ’αδτφレτφン6κκλησ奴（7τ‘κめレκαレ6レωレκα～拓）レπαλα‘φレレ6μωン

　凌πηγ6ρεひZα‘，0δδε　凌φ～ゑρηταετδ　τ779　αδτ0δε0π6τ0∂　6ξ00σ6α9，カ　σひγκελ∫（δρητα‘

　卿δ96τερ0ンδπ凌γεσθα‘力凌π07ρ凌φεσθα‘ガβρεβ00σθα‘．ε～δεφ9δπδ5θ0ひ9石σω9

　δλ1～76レπ0λλ0δ9κφραレカμε罐θεσ‘96κτのレδ‘αδ6κωレπαρακωρηθεどσατカσφωン

　凌レεξ4κακ々，　τ1δ　π卿）d　καレ6レα　カ　κατα　πλ虚レηレ　γεγ0レ（）g　Oδ　δ6κα‘0レ　カγε顔σθα‘

　κ6ρ‘oン．この記事は，以下の諸論考でも論及されている．Ahrweiler，Helene，

　Charisticariat　et　autres　formes　d’attribution　de　fon（1ations　pieuses　aux

　Xe－XIe　si色cles，Zδo”3漉Rα40∂αy衡α解o‘osセog1ηs漉漉α10（1967）p。261

　Thomas，The　Crisis　of　Byzzantine　Ecclesiastical　Foundations，964－1025。

　βy～α漉加so舵Fo7εc加ηg2η9（1983）p．255－274，at　p．263；Herman，℃hiese

　private’OCP12（1946）p．306－307；id．，Ricerche　sulle　istituzioni　monasti－

　che　bizantine．OCP6（1940）p．343，

（43）　Herman，Chiese　private，p．306－307．また，Ahrweiler，Charisticariat，

　P．7－8．

（44）Lemerle，！197αη。伽研s‘o型，p．111－112．なお，ルメルは，988年新法の信

　愚性に疑いを抱くにあたって，996年新法第6章で宣せられる，パロコイモメ

　　ノス職の大伯父バシレイオス在任中に発布されたクリュソブーロスの全般的無

　効の措置に注目している．大伯父バシレイオスの意向に従って発布された法令
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　πρ6σταξ‘gを、自身の「検閲の記し」6切ρカθηによってのみ依然有効なものと

　するこの措置は，大伯父によってなされた有力者に対する数々の特権付与の再

検討と撤回を意図していたと考えられる・ただし，ルメルの議論は，パロコイ

　モメノス職のバシレイオスの解任時期をプセーロス説（989年半ば）に依って

　おり，注25にあるヤヒヤ説をとる場合，論拠を失う，

（45）　Schlumberger，L歪ρoρ4θわyzα駕伽召．p．727．Thomas，Disputed　Novel，p．

　281．また，Br6hier，Basile　IL　in1万06∫oηπα∫7247～∫s‘o∫紹α42960g名αρh∫θεo－

　o彪s彪s‘幻駕θs6（1932）p．1092．Albert　Vogt，inαz解δガ4gεル惣4犯凹’H歪s’o剛

　11ろCambridge，1927．p．89－90．

（46）　Scylitzes，Slynoρs歪sノ五‘07ゴα7μη2，P，433f，

（47）バシレイオス2世治世のクロノロジーは，V．R．Rozen，伽ρ9剛oア7αs∫痂

βo’gα70δo歪cα，p．399－415．を参照．

（48）　Charmis，Monastic　Properties，p．26．

（49）　Schulumber，L雪ρoρ4¢わygαη∫伽広p．728．なお，ブレイエはさらに，総

　主教ニコラオス2世クリュソベルゲス（在位984－995年）がバシレイオス2世

　に働きかけてニケフォロス・フォーカスの法令を破棄させたと推測している．

　Brehier，o直c琵（n．45）p．1092．クリュソベルゲスは，キエフにはじめて置か

　れた主教ないし府主教を聖別した総主教である．バシレイオス2世がキエフ大

　公ウラジミールから援軍を要請するにあたって「緋室の生まれ」の皇女を求め

　られ，結局ウラジミールの改宗を条件にバシレイオスの妹アンナが降嫁したこ

　とはよく知られている．この一連の対ロシア人関係の中で，クリュソベルゲス

　が一定の積極的役割を任ったことは，十分考えられることではある．

（50）　PseUus，Cん70π09πψん歪α，7，59．（ed．Renauld，II，P．119）：ε～ταδカδεカσαレ

　αδτ0むκρカμασどτεκαどκτカμαακατεひδα‘μ0ン‘σα‘τ1凌δσκητカρ‘α（τ0δτ0γδρδカτδ

　δレ0ματα㎏0砒0δ0μα596σκεδ血ζ0レ），τ凌μεレτdτφレ凌レακτ6ρωレδπ0κεレojンτωレ

　ταμε血，戯δετ凌9δημ0σご0ひ9δκρωηZμαζ6レτωレτゆレκαレのレσひレε‘σφ0ρωレ鹿φ0ρμ一

　dg，καεoδη1レδπoκρφσαレ．．．；7，60．（ed．Renauld，II，p．120）1περ卿06ετα‘

　γdρταπλε如τのン凌π0τεταZμ6レωンτ0む6κεどンωレレα0む，κα～顧αδταεなτカレδημ0σ一

　血レθε～9φレταξ直レ，6κεどレα9　質δ凌π0κρφレσひλλ0γ6く乞τα‘，6παληθε6σα9αδτ0勾τ0σ

　面κητηρどoひτδδレoμα；なお，イサキオス・コムネノスの財政改革にっいては，

　以下の文献を参照した．Stanescu，Eugen，Les　r6formes　d’Isaac　Com蛇ne．
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　Rθ棚θdgs亙‘磁θs　sμ岳θs‘θμ70ρ6¢π”θs4（1966）p．35－69。Oikonomides，Nic－

　olas，F∫soα」漉θ∫θ紹窺μ歪oη万soαZε4、8yzαπoθ（1Xθ一X12s∫20」ε）．Athens，

　1996．passim．

（51）　Stanescu，o似o鉱，p．51－52．PseHos，Cん70ηog7α∫》屠¢7．65．なお，ケドレ
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